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平成２５年第７回豊能町議会定例会会議録（第２号） 
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出 席 議 員 １４名 
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       ３番 永谷 幸弘      ４番 橋本 謙司 

       ５番 井川 佳子      ６番 高橋 充德 

       ７番 岩城 重義      ８番 小寺 正人 

       ９番 永並  啓     １０番 竹谷  勝 

      １１番 福岡 邦彬     １２番 高尾 靖子 

      １３番 西岡 義克     １４番 川上  勲 

 

欠 席 議 員 ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお

りである。 

町 長  田中 龍一      副 町 長  中井 勝次 

教 育 長  石塚 謙二      総 務 部 長  内田  敬 

生活福祉部長  木田 正裕      建設環境部長  石田  望 

上下水道部長  高  秀雄      教 育 次 長  今中 泰行 

消 防 長  西本 好美      会 計 管 理 者  川上 和博 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  乾  利昭      書 記  杉田 庄司 

書 記  高橋 欣也 
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議 事 日 程 

平成２５年１２月３日（火）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時３０分 

 

○議長（竹谷 勝君） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１３名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。 

  質問者は質問者席に登壇して、質問を行

ってください。 

  公明党の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて８

０分とします。 

  高橋充德議員を指名いたします。 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  おはようございます。 

  一番の質問をさせていただきます、指名

をいただきました、６番・公明党、高橋充

德でございます。これから一般質問をさせ

ていただきますますが、理事者の皆様には

どうか前向きなお答えをいただきますよう

に、よろしくお願いをいたします。 

  ３点について質問をさせていただきます。 

  まず一つは、一番初めに通告をさせてい

ただきましたピロリ菌に関してですが、ヘ

リコバクター・ピロリ菌感染胃炎の除菌に

ついてということで質問させていただきま

す。 

  ことしの２月２１日に健康保険の適用が

認められました。そのおかげをもって、こ

としの２０１３年という年は胃がん撲滅元

年という画期的な元年になるということで、

これは各大学の先生方がそうおっしゃって

ます。そして、こういうふうにがんに対し

ての画期的な取り組みというのが、もう日

本じゅうで取り扱っているということなん

ですが、肝炎についてはＢ型肝炎ウイルス

のワクチン、これはありますよね。Ｃ型肝

炎といったらインターフェロン、これがあ

ります。子宮頸がんにもワクチンが広く普

及していますけれども、ピロリ菌について

はやっとことし、がん対策推進基本計画の

中で、ピロリ菌感染胃炎の除去に保険が適

用されるということが、ことし２月２１日

に決定したわけです。 

  ある医学博士は、若い世代のピロリ菌感

染者をくまなく除菌治療しておけば、将来

胃がんになる、胃の疾患の大半は予防でき

ますという報告がなされています。そうな

れば町としても医療費の削減に大きくつな

がることは推測されるわけです。ピロリ菌

感染の多くは、四、五歳ぐらいに感染する

ということで言われています。これは、以

前は生活習慣病と言われていましたけども、

ヘリコバクター・ピロリ菌という感染症の

胃炎なんですね。小学生の年齢であります

と、除菌薬というのは量が限定されますの

で、大人の除菌薬しか今ありませんので、

対象外としなければならないんですが、成

人と同じような薬剤で問題がないと言われ

るのが十五、六歳の年齢に達した中学２年、

３年生の生徒たちなんですね。このときに

一番効果的な効果があると言われています。

そこで、我が町から、このピロリ菌による

がん患者を出さないのと、長期的に見ても

医療費を削減するという狙いから、若い世

代のピロリ菌検査を、第一次検査を無料で

くまなく取り組んでいくという対策をとっ

てはどうかというのを提案したいと思うん

ですが、例えば学校の検査の、一斉検査と

いう取り組みではなくて、希望者は町が指

定をする医療機関に申し込んで治療を受け

るということなんですが、まず、わかりや

すいように図を持ってまいりました。まず
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検査を申し込むということですね。そして

これはあくまでも希望者に対して、十五、

六歳の希望者に対して行うんですが、尿中

のピロリ菌の抗体検査を行うんですね。こ

れは簡単な呼気検査、尿素呼気検査という

のをやるんですね。そうしますと、菌があ

るかどうかというのがわかるんです。これ

にも保険適用されるわけですが、しっかり

とこの適用をしていけば、ここで、この検

査の結果、陽性という判断ができれば、さ

らに尿素呼気試験というのがあるんです。

これは呼気を袋状のものに吹き込んで、そ

こに菌があるかないかを判断するわけです。

これには町としても補助してもいいけれど

も、親御さんと御本人相談して指定機関に

行ってもらって、有料になるかもしれない

けれども、ある程度補助をして、しっかり

と検査してもらう。さらに陽性というので

あれば、今度は十五、六歳であれば薬効き

ますから、保険もきいて、ピロリ菌の除去

を行います。そうしますと、これは約２週

間ほど薬を飲み続けなきゃだめで、大人の

方はアルコールを一切飲んじゃだめという

規定があるんですが、十五、六歳ですから、

アルコールは飲まなくても、２週間ほどの

検査をしてもらって、そして最終的に除去

できたかどうかというのも、ここで尿素呼

気試験ということで除菌の判定を行う。約

２週間、３週間で、一番最終的な検査とい

うのは約１カ月から２カ月後に出るわけで

すけども、こういった検査を若い世代のう

ちにしっかりと取り組むと、そうすれば、

さっき冒頭で言いましたように、これはヘ

リコバクター・ピロリ菌という悪い菌です

から、この菌を除去してしまえば成人にな

ったときに胃がんの撲滅につながるという

ことなんです。胃がんにつながるというこ

とは医療保険がかなり安くなる、将来的に

見て。今、各、日本全国医療費というのは

相当かさんでるんですね。入院医療費、治

療費それから高額医療費も皆上がってます

けども、これが長期的に見て、町の財政を

圧迫することがなくなるという画期的な取

り組みになると思うんですね。こういうも

のをぜひとも町として取り組んでいただき

たい。これはやはり取り組むべきものだと

思ってますが、この点について町の考えを、

第１点目としてお聞きかせ願いたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  ピロリ菌は胃がんのリスクを高める要因

の一つではありますが、胃がんの要因はほ

かにも、食生活であるとか喫煙であるとか、

今の場合は中学生ですので、喫煙は余りな

いとは思いますが、アルコール等が考えら

れます。決定的なものではなく、複数のリ

スクが重なって胃がんは発生する、そのよ

うに現時点では考えられております。厚生

労働省においても、がんの早期発見に対す

るピロリ菌の除菌の有効性、科学的根拠の

ある検診方法などについて検討が重ねられ

ております。本町としても有効な胃がん検

診が実施できるよう、今後も国の動向に注

意を払ってまいります。したがいまして、

現時点では中学生からのピロリ菌の尿中抗

体検査については考えておりませんので、

説明を終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  今、部長のほうからお答えがあったわけ

ですけども、考えてないというのは、どう

も、さっき言ったように前向きな答えを出

していただきたいということでお願いして
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おったんですが、確かにがんというのは複

数検査で、今までは年齢的に、我々のよう

な５０、６０代になってくるとやはり、ア

ルコールや日常生活によって決まってくる

でしょうけども、このピロリ菌というのが

発生、要するに親からの感染症とか周りか

らの感染症のヘリコバクター・ピロリ菌な

んですよ。そういうことを考えると、その

若い世代に、今、北海道大学の浅香正博教

授がおるんです。この方が大いにこの研究

をされている。そして日本全国に、ピロリ

菌検査について、若い世代のうちに除菌し

ておけば、そのリスク、ピロリ菌での胃が

んリスクというのは９５％撲滅できるよと

出てるんですよね。それを、今、部長がお

っしゃったのは若い世代じゃなくて、生活

習慣病ということで捉えておられますから、

ある程度の年齢に達した人はそういうこと

言えるんですが、でも若い世代に、さっき

私、冒頭で言いましたように、４歳から５

歳で感染してしまうんです、ヘリコバクタ

ー・ピロリ菌というのは。ですから、この

中学生の時代、若い、薬を与えても大丈夫

だという年齢というのは十五、六歳なんで

す。これは大人として扱う境目ですよね。

小児科から大人の病院に移動する時期なん

ですが、そういう時期にしっかりとこのピ

ロリ菌を除去しておけば、将来的にがんに

なるリスクはほとんど、ヘリコバクター・

ピロリ菌による、撲滅できますよというこ

となんです。そういう報告がなされている

んです。そうすると、将来的に医療費がか

さまなくて済むんです。前もって予防医学

って、今は予防なんですね。かかったら治

療するんじゃなくて、予防するということ

が大事なんですね。そういうことをもう一

度真剣に考えていかなきゃいけないんじゃ

ないかと思うんですね。一斉検査するわけ

じゃないんです。希望者にやっていただく

ということですから、私にはぜひともやっ

ていただきたい、親がこういうことであっ

たから、ひょっとして私もということある

のであれば、そういう子どもたちに、自分

たちも調べてくださいというのを補助して、

第一次検査だけはせめて補助してください

ということ。二次検診、三次検診、四次検

診になってくると、ある程度町から補助し

てもいいですけども、個人で負担をして治

してくださいよという方向性を私は提案し

ておるわけなんですが、これ保護者の教育

とか、本人たちの教育なんかも大事になっ

てくると思うんです、がんに対する教育と

いうのは。やはりそういうことで、親御さ

んとしっかりと検討してもらって、検査を

受けるか、受けないか、本人が決めるわけ

ですから、町としてやりますよ、中学生で

やりますよ、希望者出してくださいという

方向性を出してくればいいんです。そうい

うことでもう一回、町長にお話を、どうい

う判断をするか、どういう取り組みをして

いくか、ちょっと町長からもお話を聞かせ

ていただきたいと思いますので、よろしく

お願いをいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  子どもたちの将来を考えて、予防医学と

いう観点から御提案をいただいていると思

います。先ほど御説明しましたように、厚

生労働省のほうでも、どのような検査方法

でもってどのような実施方法をするか、そ

れと年齢的なことも含めて、一番何が実効

性が高いのかというふうなことが、今、検

討されているようでございます。その中で、

国として、恐らく他の、この年齢ですけど

も、他の予防接種なんかとの重なる時期で

もあると思いますので、その辺の検査時期、
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接種時期なんか、あわせて考えられている

んだろうと思います。それが医療的に答え

が出て、一定の方向性が示されるものと、

今、思っておりますので、その辺の動向を

見きわめながら本町としても考えていきた

いというふうに思っております。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  厚生労働省の動向という御返事をいただ

きましたので、とりあえずは今の答えが進

展したかなというふうに思っています。ぜ

ひとも前向きな姿勢で取り組むべき問題だ

と思っています。日本全国でやった、最後

にうちがというのはちょっとまずいので、

初めから、やるのであれば早い時期から取

り組みますよというのを出していただきた

い。よろしくお願いをしておきます。 

  あと、先ほど言いましたがんの教育面な

んですけども、文部科学省が２０１４年度

から、来年度からですね、取り組みとして、

小・中・高校生に対するがんに関する保健

教育を強化するというふうに決定したよう

であります。これは多分、教育委員会、承

知されたと思うんですが、今の教育現場に

おいて保健体育の授業で生活習慣病の予防

とか喫煙の害というのを学んでると思うん

ですが、そのときに他とあわせて、がんに

対する教育というのはちらっと教える程度

だということを聞いてます。それも１年間

に１時間程度しか教育がされないという。

がんに対する教育というのは、これではや

っぱりやってきたとは言えないんですね。

そこで、豊能町の教育現場での実態はどの

ようなものなのかということをお聞かせ願

いたいと思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  高橋議員の御質問にお答えいたします。 

  学習指導要領においては、生活習慣病予

防の学習ということで、小学校３年生から

保健の指導が示されておりまして、がんの

さまざまな種類、それからその原因、治療、

予防などについて取り扱っておりまして、

特に中学校では、健康な生活、それから疾

病の予防について理解を深めることができ

るようにするということで、その指導の中

で生活習慣病、それから先ほどおっしゃい

ました喫煙、飲酒、薬物乱用などの、この

行為は健康を損なう原因になるということ

で、保健の指導を行っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  ということで、生活習慣病あたりをさら

っと流す程度だと思うんですね。がんに対

するリスク、本当にこれ怖いんだよという、

今はもう、がんは治療すればすぐ治るとい

うことにまでなってますから、これは進め

ていくべきものだと思うんですけども、２

０１２年、去年定めた、がん対策基本計画

というのがあるんですね。その中にがん教

育について、子どもたちが健康と命の大切

さを学び、みずからの健康を適切に管理し、

がんに対する正しい知識と、がん患者に対

する正しい認識を持つように教育をするこ

とということがうたわれておるんですが、

先ほどの答弁では、こういった奥まで突っ

込んだことの教育はまだなされてないとい

うことが見受けられるんですね。来年から

はもっと、もっと教育をしなさいというふ

うに出てますので、今の教育の分について

は見直さなきゃいかんということが言える

わけなので、よろしくお願いをしたいと思
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います。これがやっぱり国としての方針な

んですね。がんという病気から健康問題や

医療の現状とか命の大切さ、これを小・

中・高校生の時代から総合的に学べる体制

が重要であろうというふうに思われます。

学校現場での質の高い授業ができるように

教育委員会には頑張ってもらわなければな

らないと思いますので、よろしくお願いを

いたします。このことについて、教育長と

しては、取り組んでいけるかどうかという

のを検討、お答えを願いたいと思うんです

が、がん教育に対する教育、子どもたちに

もっと突っ込んだ教育、来年、基本計画が

出ますけども、それから、今、見直してお

くべき問題もあると思うので、今、教育次

長からおっしゃった、さらっと生活習慣病

のこととリスクなんかありますけども、も

っと深く突っ込んだことを教育できれば、

子宮頸がんのワクチン、子どもたちが受検

する人が多くなってくるのではないかと、

欧米では８０％の方が、ほとんど子宮頸が

んのワクチンをしっかりと受診している、

女性のがんに対する撲滅ができているとい

う、日本はそれ反対なんです。２０％ぐら

いしか受けてない。だからこれは教育が問

題だろうと思われます。ですから若い世代、

中学生、高校生に対してのそういったがん

に対する教育というのはしっかりと特別に

設けてやるべき問題だろうと思われます。

家庭、カリキュラムいっぱい組まなあかん

から難しい問題出てきますけども、一応奥

に突っ込んだ教育というのは大事だろうと

思いますので、教育長、いかがでしょうか。

教育現場に対しての指示ができるかどうか、

教育委員会として判断できるかどうか、検

討するかどうかということ、来年、指示が

出てきますので、よろしく返答をお願いい

たします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  お答え申し上げます。 

  議員おっしゃるように、さまざまな教科

等の時間数の枠組み、それから総授業時数

が決まってる中でどのように考えていくか。

保健等の時間数そのものを多くするという

ようなことはなかなか難しいかもしれませ

んので、そうなりますと保健等の学校の教

育課程内の指導内容ですね。どういう内容

を重点にやってるかとか、絞り込んでやっ

てるか、あるいはわかりやすくやってるか

といったようなことに関しては、今おっし

ゃったことを参考にさせていただきまして、

どのような取り組みが考えられるかという

ことについては学校長と、あるいは教育委

員会の指導主事等と相談してまいりたいと

思います。どうもありがとうございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  ぜひとも取り組むべき問題だろうと、こ

れから先、見たら、取り組むべき問題であ

ると思いますので、検討をよろしくお願い

をいたします。 

  もう一つ、町で行っている毎年の各種検

診、集団検診、この項目にピロリ菌検査も

導入してはどうかと思うんです。これは大

腸がんとか普通のがん検診、これはもう発

症してからの検査ですから、そうでなくて、

男女問わずに３５歳以上とか４０歳以上と

かいう限定をして、この検査も同時にして

しまう、これは血液でわかるんですね。こ

れは、がん発生してるかどうかというのを

検診で早期発見するというのが目的として

やっていく問題であると思うんですね。さ

っき言ったように、胃がんの最大の原因は

生活習慣病ではなくて、ヘリコバクター・
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ピロリ菌という、さっき木田部長のほうは

生活習慣病とおっしゃいましたけども、こ

れは昔の考えなんです。今は、この胃がん

のほとんどというのは、ヘリコバクター・

ピロリ菌が悪さをして胃がんになっていく

確率というのは非常に高いという報告され

てるんですね。だから早期に、本当は胃炎

なんかで検査をする、これはピロリ菌検査

してくださいと言ったら、今まで、今年２

月までは検査するのにお金かかった。私も

今から十五、六年前にピロリ菌検査を受け

たんですが、そのときは結構お金かかりま

した。今は保険が適用されて大丈夫という

ことで、この検査、ピロリ菌のあるかない

かを調べるのにも保険が適用になったとい

うことですから、除去の場合は必ず、今ま

では除去の場合は保険適用きいたんですけ

れども、あるかないかの検査だけでも保険

適用になるということを、さっき私、言わ

せてもらったんですが、これらのピロリ菌

を除去すると、胃がんの発症率というのは

低くすることができるわけなんですね。こ

の検査、血液を採って、集団検診のときに

血液検査やりますよね。このときに一つの

項目として、ピロリ菌のあるかないかとい

うやつを項目一つ加えればいいだけなので、

そこで発見できるとすれば、医療機関でピ

ロリ菌の感染胃炎の除去を行っていただく

ということ、そうすれば御本人も非常に助

かるだろうし、家庭の医療費の相当かさむ

ところも、町としても医療費がかさむのを

削減される。そういうことも考えると、ぜ

ひとも、治療も大切だけれども、予防する、

さっき冒頭で言いましたけど、予防すると

いうことが大事なんです。何か地震も予防

ですから、前もってやっておけば予防でき

るわけですから、そういうことで全て予防

することが一番いいじゃないかと思うんで

すよね。こういった検査を一つ追加するだ

けで済むわけですから、町として絶対、集

団検診時に取り組むべき問題だと私は思っ

てますので、どうかこれも、２年、３年か

かるかもしれませんけれども、将来的に見

てぜひともこれも一つの項目をつけ加えて

いただきたいと思いますので、これのお答

えを、取り組むべきか、来年はできないけ

れども将来的には絶対に皆さんにやってい

ただきますよというのを検討していただく

かどうか、回答をお願いをいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  予防の観点からの質問であることは承知

いたしました。ただ、公費で行います市町

村の検診は、検診の有効性が科学的に立証

された検診方法で行う必要があると考えて

おります。そのために、国は市町村に検診

の方法を示すがん検診実施のための指針が

ございます。それを今現時点では守る形で

実施しておることでございます。本町では

提言も、先ほどの御質問も含めまして、国

の研究や検討を反映し、有効な胃がん検診

が実施できるように、また、住民のニーズ

も踏まえ、検査費用の一部負担の検討もし

ながら、今後も国の動向を注視してまいり

ます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  やはり国の動向ということになってしま

うんですが、取り組んでいる各自治体も、

今、すぐ出てきております。集団検診時に

こういうのに一つ検診を加えてやっている

ということですから、医学的に見て、科学

的に判断という答えもありましたけども、
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やはりこれも一つ加えて先進的に取り組ん

でいくと、あとは厚生労働省と相談されな

がら進んでいくことをぜひともお勧めした

い。これは町からがん患者をなくすという、

大きな画期的な事業だと思いますので、こ

れもぜひとも取り組んでいただくように検

討よろしくお願いをしておきます。これは

全員というわけじゃないですね。例えば４

０歳、４５歳、そういう年齢を決めていた

だいて、それから検診をしていただくと、

検診する人に案内を出すという方向性でよ

ろしくお願いをしておきますので、検討し

てください。 

  時間も迫ってまいりましたが、空き家に

対する問題なんですが、空き家に対する実

効性のある取り組みについて、今現在どう

いうのをやってるかというのを聞きたいん

ですけども、人口は日ましに減っているこ

とは数字から見ても明らかなんですが、今、

町内には実際住んでおられない住宅につい

て、おおむねでも把握してるかどうか、ま

ずこの点から、町としては空き家は何軒ぐ

らいあるかということをお聞かせ願いたい

と思うんですが、調べておったら御報告願

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  お答えいたします。 

  空き家の戸数でございますけども、空き

家の戸数につきましては、全戸を完全に把

握するということはなかなか難しいもので

ございますけども、ことしの６月に、開発

の早かった住宅地ということでときわ台と

光風台、この二つのところをサンプルとい

たしまして、職員が実際に歩きまして調査

をいたしました。その結果、ときわ台地区

での空き家は２７戸、それから光風台地区

では１９戸という空き家を確認をしたとい

うところでございます。これサンプルは、

水道の閉栓なさっている土地を回ったとい

うところでございます。ちなみに、水道の

閉栓をなさっているところといいますのは、

西地区の新興住宅地四つを足しまして１１

９戸、希望ヶ丘におきましては２５戸、合

わせて１４４戸の土地が閉栓という状況に

なっておるということを水道から聞いてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  １４４、かなり大きな数ですよね。１世

帯２人、３人住んでれば、かなりの人間が、

人口がいなくなるわけですから、非常にゆ

ゆしき問題であろうと、これからどこの自

治体も大きな、大きな、抱えている問題が

そこなんですね。 

  数年前から空き家バンク制度を立ち上げ

て、町内外に豊能町の空き家の物件をホー

ムページ上に紹介をされて、確認できるよ

うになってますけども、行政としては町内

にふえ続ける、１４４という閉栓があると

いう報告ありましたけれども、この空き家

に対してどのように町としては感じている

か、感じ方を確認しておきたいと思うんで

すが、お答えできる人がおれば答えていた

だきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  空き家という問題に対してどのような認

識をしているかということでございます。

先ほど件数について御説明をさせていただ

きました。これ他市にも明確な状況把握と
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いうのがされてはおりませんが、ただ、不

動産屋さん等に聞きまして、我が町にそん

な多い数があるのではないというふうには

思ってます。といいますのは、空き家、多

くが今この周辺で発生してますのが、やっ

ぱり集合住宅なんです。建築年数がかなり

古い集合住宅、例えば文化住宅とかと言わ

れるところを多くある自治体というのは、

非常に空き家の発生率が多いというふうに

なっています。そういうことから言います

と、我が町の住宅状況からは、そういう集

合住宅ではありません。個別住宅がほとん

どであるという中から、そういう状況です

ので、割合として高いということではない

んだろうなというふうには一定思っている

ところです。ただ、これはもう社会一般的

にそうですが、やはり次の世代におうちを

引き継がれないという状況、子どもや孫が

出ていってしまって空き家になっていくと

いうこの状況は、我が町でも顕著にあらわ

れてき出しているのかなと、そういう認識

でおるところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  時間も迫って、あと二つ質問あるんです

けども、ちょっとはしょって聞きたいと思

うんですが、履正社が来ようとしているこ

の時期に、豊能町の１４４戸、これは西地

域はさっき言ったようにちょっと少ないん

ですけども１１９戸、このあいた１１９軒

が、多分個人でお持ちの方もどういうふう

に、業者にお願いして売ろうとしても売れ

ない、そのときに町としては業者さんと個

人的に、売りたいけれども本当に売れない

理由は何だというところとか、あとは行政

としてできるところは、やっぱり人口をふ

やすことですから、若い人たちの人口をふ

やして収入をふやす、若い世代の収入をふ

やすことなんですね。収入をふやすことに

対して業者とともに、問題点がどこにある

んだということをお話し合いしながら、行

政としてはお金持ちのために手助けとかで

きませんけども、全ての業者の皆さんと一

緒になって、こういう問題について町とし

ては、人口増のためにどうやって業者さん

とやっていったらいいだろうかということ

を検討、話し合いをもつとかというところ

を、やはりするべきだと思うんですね。多

分、空き家バンクをつくるときは、皆さん、

理事者側も行ってもらったと思いますから、

そういうことも話し合っていく、履正社が

来る、履正社大学の学生さんを目当てにシ

ェアハウスにしていただくと、この空き家

再生推進事業という、空き家対策推進事業

という事業が、まだ来年まで続きます。こ

の事業計画、事業の、国からの補助金がか

なり出るわけですが、そこの補助金を利用

して空き家の件数を減らして、さっき言っ

た１１９軒を豊能町の履正社に近いところ

の空き家に対して、学生に対してシェアハ

ウスをつくってあげる、これは個人難しい

でしょう。ですから、町としても補助金出

しますよ、これは業者ともタイアップです

から、業者さんにもシェアハウスとして利

用したらどうですかという提案をして、個

人の持ち家の人に言ってあげる、こういっ

た手助けも、行政もぜひ必要だと思うんで

すね。何も、手をこまねいてやっているわ

けでないと思いますけれども、こういうふ

うな１軒だけの宅建業者じゃなくて、町内

全ての宅建業者と話し合いをもっていって、

町に対して人口をふやしていく、まちを活

性化させていく、若い人たちを入れて活性

化していくという施策をぜひともとっても

らいたい。こういう考えあるかないか、町

側の意見を聞きたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 
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○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  お答えいたします。 

  まず、今の御質問にお答えする前に、先

ほどの１１９戸、閉栓の数、申し上げまし

たけども、これは閉栓している土地の数で

ございまして、空き家の数ではございませ

んのです。実際は駐車場になっておりまし

たり、空き地でありましたりということで、

それで実際に職員が歩いて１戸ずつ、本当

に空き家かどうかを訪ねて歩いたのが先ほ

どの数であるということでございますので、

言葉足らずで申しわけございませんでした。 

  それから、学生を対象としましたシェア

ハウスというような考え方でございますけ

ども、実際に町の職員と不動産の業者さん

と話をして、このような考え方はできませ

んかということで、提案はさせていただき

ました。そのところ、町内の不動産業者の

方も一定の賛同はしていただいているとい

うことで、実現は可能かなというふうに思

っております。一方で、履正社大学の準備

室のほうにも、我々お話ししておりまして、

こちらのほうは、そういう学生が住むとい

うことについては心配なさってまして、そ

ういう家が欲しいなということはおっしゃ

っておりますけども、ただ、一戸建てを学

生が賃貸して住むということは難しいとい

うことでございますし、あとはその一戸建

てに学生がシェアをして住むということに

なると、どうしても学生さん、騒いだりす

るので、隣近所さんに御迷惑かけないかな

というような御心配も一方ではなさってお

りますけども、ただ、そういうことはでき

たらなというような考えは持っておられる

ということで、不動産業者の方とも我々話

をして、ぜひとも実現をしたいなというふ

うには思っております。 

  それから、議員御提案の国の制度という

ことでございます。空き家再生等推進事業

というものでございますけども、これ残念

ながら平成２５年度までの措置で終わって

おるのかなというふうに感じておりまして、

来年度以降はどのような制度がまたできる

のかなというところは注視をしていきたい

というふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  先ほどの１１９は訂正させていただきま

す。２７軒と１９軒ということですね。そ

ういうことで、取り組むには取り組んでく

ださいということで、よろしくお願いいた

します。 

  あと、いつも言っている、これは空き家

の適正な管理条例ということで、町にふえ

続けて、多分困っている人もいっぱいおる

んですけども、町としてはこの条例をつく

るかどうかという、再三聞いてますので、

そのお答えを願います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  空き家対策につきましては、現在、国の

ほうでごみ屋敷に対する法で、空き家対策

推進法の法案が検討されておりますので、

その動向も踏まえ、注視していきたいと思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  これも数年前からたびたび、個人の持ち
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物ですけども、やはり適正にやっていただ

くということで、環境にも優しい、いい環

境ができる、町内の環境も整ってきますか

ら、ぜひとも前向きに進んでいただきたい

と思ってます。 

  時間がなくなりましたので、あと最後、

町の各施設の案内板について質問させてい

ただきますけども、各種行事には総合駐車

場というのがよく使われるんですけども、

総合駐車場に車を使用して、これは町外か

ら来る方とか、こちらから行く方が、総合

駐車場ってどこですかってよく聞かれるん

です。総合駐車場ってどこにあるんですか

いうて、同じ光風台に住んでる方でも、総

合駐車場ってどこって聞かれるんですね。

私、調べましたら、総合駐車場というのが

駐車場の目の前まで行かないと、総合駐車

場って看板出てこない。町内のどこにも総

合駐車場の案内板ないんです。これは不親

切ですよ。町外から来られて、写真展見に

来ました、どことめますかいうて言われる

んだけども、とめるところがない。これは

看板をつくるべきだと思います。 

  それともう一つ、ユーベルホールを使う

ときには、ユーベルホールは西公民館の駐

車場は利用しないで、総合駐車場を使って

くださいとよく放送されますよね。私も行

ったらよく聞くんですが、その総合駐車場

にとめなさいという看板はなくて、ユーベ

ルホール駐車場って書いてある。総合駐車

場はユーベルホールの駐車場なのか、いう

とこですわ。違うんですよね。総合駐車場

なんですよ。総合駐車場という看板がない

にもかかわらず、何かつくっときゃいいや

ということでユーベルホール駐車場という

のをつくってるんですね。ユーベルホール

専門ではないんですよね。総合駐車場です

から。ここの総合駐車場の看板をぜひとも、

２カ所、３カ所に案内板をつくってあげる

べきだと思うんです。これはこれから開け

た町内、町内へ人を呼び込もうとしている

ときに、駐車場が全然わかりづらい。どこ

にあんねん、これ、言われる。ぜひともこ

れも早急に手を打たなきゃいかん、町に来

ていただくためには手を打たないかんと思

うんですが、町の考え、いかがでしょうか。

よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  駐車場のみならず、公共施設への案内と

いうことは大変重要なことだと思います。

今、御指摘いただきましたように、駐車場

そのものの案内看板はあるんですが、道路

交通、車で来られてそれが適切な案内にな

っているかというと、決してそうではない

ということになっております。御指摘はき

ちっと踏まえたいと思います。やはり駐車

場も初め、公共施設、車で来られた方がき

ちっとたどり着いていただけると、そうい

う案内は必要かというふうに思います。た

だ、駐車場に関しては、今、管理の方法、

それと有料化等も考えておりますので、そ

れらも含めて総合的に考えていきたいとい

うふうに思っております。どうぞよろしく

お願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  時間的に、もうなくなったんですが、あ

と、総合駐車場の隣の保健センターの、こ

れは車いす利用者の駐車場なんです。ここ

も、車いす利用者の駐車場ですよという看

板が、これもないんです。恥ずかしい限り。

これは絶対、障害をお持ちの方の駐車場と

いうのはつくるべきと思うんですね。ここ

の保健センターへ入る、今の包括支援セン



 

 2－13 

ターへ入るところも、総合駐車場のほうか

ら入ることができないんです。あそこにと

めているのは多分、中に職員の方がいっぱ

いとめてます。大きなポール立てて、コン

クリート打ってて入ることできない。ここ

に利用するのにも、これは中学校の奥の角

っこから入って、住宅地を抜けながら入っ

てくることができない、入ることができな

い、利用することができないんです。そう

いう障害をお持ちの方に対して相当不親切

な駐車場なんですよね。こういうことも、

また、時間的にお答えする時間がいただけ

ませんけども、これもぜひとも考えていか

なきゃいけない問題であるんです。ぜひと

も、また次回、こういうことに対して質問

させていただきますので、しっかりと、も

うそのときはできているようなのが一番い

いんですが、検討をお願いをして、私の質

問を終わらせていただきます。 

  高橋、質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  次に、永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  おはようございます。 

  ３番・公明党、永谷幸弘でございます。

これから初質問をさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  本日、私は２点の課題について質問させ

ていただきます。 

  まず、第１点目でございますけれども、

１１月に豊能町国民健康保険診療所で起き

ました、有効期限を過ぎたワクチンの接種

について質問をいたします。通告と若干順

番が変わりますけれども、よろしくお願い

いたします。 

  一般的には、エラーあるいはミスとは、

ある確率で人間一般に起こる失敗行為であ

ると、また、エラーの全てが医療事故につ

ながるわけではなく、行為者自身あるいは

医療チームのチェック機能によって事故を

未然に防ぐことができると言われておりま

す。そして、安全な医療を提供するには、

基本の５項目、正しい患者、正しい薬剤、

正しい投与量、正しい投与方法、正しい時

間が重要であります。現状のワクチン接種

業務における安全管理、管理体制、並びに

チェック体制はどのように実施されていた

のか、また、調査委員会を設置し、原因分

析が行われたのか、この点についてお聞か

せください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  現状のと申されましたので、１１月７日

以降のということでよろしいですか。それ

とももう一つ前のということですか。 

（発言する者あり） 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  前につきましては、保管庫から薬剤の、

今の場合でしたらワクチンでございますが、

ワクチンは冷蔵保管庫に保管されておりま

す。看護師がその保管庫から該当するワク

チンを出し、そしてその有効期限なりを確

認し、用意をして医師に渡すということで

接種がされておって、この案件について、

保管庫にあったワクチンということで、有

効期限等については、もう有効期限内であ

ると思い込んでおった節がありまして、そ

れを看護師が接種の用意をし医師に渡した、

そして接種がなされたという、そういうふ

うな、本当に流れ作業のような手順でござ

いました。 

  この発覚いたしましたのは、新生児に予

診表というのを書かれますけれども、その

予診表の、健康状態を書くわけですけれど
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も、その一番下の欄に、該当するワクチン

と、それからワクチンの箱にある有効期限

のシールを張ることになります。そのシー

ルは、正副２枚、予診表の正副に張るわけ

ですが、それとともに母子手帳のほうにも

張ると、こういうふうな手順でした。その

一番下のところに、今度はまた手書きで、

該当するワクチンは、有効期限の年月日、

それを肉筆で書くことになっておりまして、

その肉筆で書くときに判明しましたのが１

１月７日でございました。なので、先ほど

申し上げました従前の確認の方法といいま

すのは、その看護師、それから医師に渡す、

その時点で確認ということを意識が至らな

かったのかなというふうに感じております。 

  調査委員会の件でしたけれども、調査委

員会は改めては設けておりませんので、説

明を終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  今回の事例は、大変大きな問題だと考え

ております。そういう意味で、やっぱり調

査委員会ですね、しっかり立ち上げられて、

やっぱり住民の安心・安全を守っていくた

めには最も大事かなと思いますので、この

点についてもう一度、よろしくお願いいた

します。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  先ほど申し上げました、この件につきま

して調査委員会は設けてはおりませんし、

今後も設けることは考えておりません。た

だ、先ほど申し上げたチェック方法ですが、

私どものほうでは今後の取り組みとして、

二度とこのようなことが起こらぬように、

薬剤、ワクチン等の管理について多重化す

る、有効期限等を確実に確認する、そのこ

とを徹底することで再発の防止が図れると、

現時点では考えております。具体的には、

既に作成をしておりますが、予防接種必携

に加えて、診療所独自のワクチン管理マニ

ュアルを作成いたしました。月１回、月末

に残量と有効期限をチェックし、確認者の

指名を肉筆で記名すると。有効期限一週間

以内のものについては別容器保管とし、有

効期限終了後速やかに廃棄すると。使用簿

の項目を追加すると。従前の、入荷日、使

用日、使用本数に加えて、ロットナンバー、

薬剤の有効期限を追加すると。さらに、看

護師と内科医師の２名で目視確認すると。

また、接種時の確認強化といたしまして、

看護師がワクチン名と有効期限を確認し、

使用簿に使用者を記名し、ワクチン接種の

準備をすると。医師がワクチンの種類、ロ

ットナンバー、有効期限が明記されたワク

チンの箱を確認すると。被接種者、保護者

に対して、医師等からワクチンの現物を示

し、ワクチン名及び有効期限等の説明を行

った後に接種すると。そういうふうに改善

いたしておりますので、今現時点では調査

委員会などを設ける必要もなく改善できる

のではないかというふうに考えておりまし

て、先ほどの答弁となりました。御理解く

ださい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  加えての御説明をさせていただきたいと

思います。 

  確かに、いろいろな目でチェックを受け

るということが大切かと思います。まず、

うちにあっては、職員の起こしたことです

ので、職員の行いとしてどうかというのは、

これは総務が中心となって、これはチェッ

クをしております。それと、あと医療上の
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取り扱いですが、これは実は保健所のほう

から、指導と監査をこの件について受けて

おります。今申し上げました新たな指針、

マニュアルですが、これも保健所の指導も

含めて作成しているものということで、一

定このワクチン接種という事業の中で、大

阪府の指導を受けているということでござ

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  やっぱり、思い込みというのは大変重要

な点だと思っております。やはり人間です

から、どうしても思い込みということで走

ってしまうんですけれども、この点はやっ

ぱりしっかりやっていかなくては、また事

故が起きるということであります。いろい

ろ対策等をお話聞かせていただきました。

次の質問についてのことも入っているかも

しれませんけれども、調査委員会について

は、もう設置しないということですので、

今後は府からの指導等も入っておりますの

で、しっかり町として万全な体制をとって

やっていってほしいと思っております。 

  ２点目でございますけれども、町はやっ

ぱり主体として、しっかりその辺の、先ほ

どの安全管理体制ということでお話聞かせ

ていただきましたので、その辺について、

私はそれとともに豊能町としての医療安全

対策マニュアルといいますか、これが実際

にあるかどうかの確認と、もしなければ作

成されて、住民の生命及び健康と安全をし

っかり最優先に考えていく必要があると私

は感じておりますが、この点について町長

はどのように感じておりますでしょうか。

よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  この件も含めまして、医療対策マニュア

ルというのがふさわしいのかどうか、その

辺も、私まだ、今、質問を受けてわかりま

せん。なので、医療対策というのは医師と

かが中心になるのかもしれません。そうい

うことも踏まえまして、ちょっと勉強させ

ていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  厚生労働省が中心となっていると思うん

ですけれども、その辺やっぱりしっかり、

今後もしっかり考えていただいて、やはり

こういうものをつくっていかないと意識的

にも向上していきませんし、やはり豊能町

といういろいろな問題がございますけれど

も、やっぱり新聞等にも２回にわたって出

ておりますので、その点やっぱり豊能町の

町民の意識も向上しておりますし、この辺

について町として住民の安心・安全を守る

立場として、しっかり今後も取り組んでい

ってほしいということで要望しておきます。 

  続きまして、３点目なんですけれども、

今回の期限切れワクチンに関しての住民へ

の周知でございますけれども、１回目が起

きまして、また調査されて２回目が出てき

たと、そういう２回にわたってホームペー

ジに発表されております。私は、１回目の

ホームページを見ました。表題からして内

容は大体把握してたんですけれども、ワク

チンの有効期限も平成２５年５月２６日と

しっかりと明記されてまして、それを基準

としての話としてとっております。２回目

に発覚した事例につきましては、表題はよ

く私も理解しておりません。ただ単に調査

しましただけだったんですけれども、内容

的には、新たに１名の幼児に対して有効期
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限が切れたワクチンを接種していたことが

一番大事な内容だったわけですね。まして、

その乳幼児に対してのワクチンの有効期限

はいついつですというのは明記されており

ませんでした。これは私、新聞によって、

約１週間前に切れておったという内容で知

ったわけです。この辺のところも、しっか

り町としては親切に書いていかないといか

んのかなというふうに思っております。高

齢化が進んでいる、今、町ですので、やは

りホームページで全住民が周知できたかと

いう、そういう疑問が残っております。私

やっぱり、住民への周知は、今回の事件の

重大さを考えますと、やっぱり現在町内に

豊能町広報板というすばらしい広報板が設

置されておりますので、そこに掲示されて、

広く住民へ情報発信する必要があったと考

えますが、この点についてはいかがでしょ

うか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  広報板についての活用ということの御質

問でございますが、国保診療所で有効期限

が過ぎたワクチン、本案件でございますが、

豊能町としては地元の医師会、また府、保

健所とも協議をいたしました。そしてその

事の重大性と、町立の診療所であるという

ことから、翌日の８日には議員の皆様に本

案の概要を報告するとともに、豊中記者ク

ラブ等にも情報提供し、同時に町のホーム

ページにも掲載をいたしました。これによ

って速やかに広く町内外に事の次第を広報

したと考えております。 

  広報板でございますが、本事案は、先ほ

ど申し上げました町立の診療所であるとい

うこととともに、まず当事者への対応が第

一であるということで対応させていただき

ました。ホームページということで、速や

かに周知ができるということでございまし

た。なので、広報板については、従前、広

報板といいますのは、長期的に住民の方に

お知らせする場合などに利用しておりまし

たので、考えが至らなかったこともござい

ますが、本案ではホームページを中心、ま

た報道を中心に広く内外に広報したところ

でございます。御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  今後もこういう事例が出た場合も広報板

には掲示しないという方向でしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  本事案の場合には、速やかに対応すると

いうことでございますので、広報板につい

ては今後も利用は考えていないというとこ

ろでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  高齢者の方がかなり多いですよね。もう

３割近くなってますので。また、皆さんが、

インターネットを使われる方が１００％い

らっしゃいませんよね。そういう意味から

やっぱりきめ細やかな、サービス的な話に

なるんですけれども、住民の方が知る権利

がございます。そういう点ではやっぱり広

報板を使って住民の方に情報発信する必要

があるというふうに考えますが、いかがで

しょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 
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○副町長（中井勝次君） 

  こういう事案、非常に命にもかかわると

いうこの医療の問題をどのようにお伝えし

ていくのかというのは大切な問題かなとい

うふうに思います。それはある意味、ケー

スによっても変わってくるのかなというふ

うにも思いますが、例えばですけども、子

どもさんが中心ということになれば、これ

はやはり教育委員会、学校を通じてという

ふうなお知らせも必要かと思いますし、例

えばそれが高齢者に対するようなことであ

れば、そういう福祉施設的なとこでの御案

内なんかも必要かというふうに思います。

その中で広報板を使ったらというふうな御

指摘かというふうに思います。今後の事案

に応じて、その辺は検討していきたいとい

うふうに思います。 

  それともう一つ、管理体制、チェック体

制のことで先ほど御意見をいただきました。

これも、こと医療という分野ですので、な

かなか普遍的なというところではないかも

しれませんが、それと小規模な医療機関で

すので、医師が少数しかいないというとこ

ろで、相互チェックが働かないというとこ

ろも、一つ原因があったのかなというふう

に思ってます。ただ、つくられたマニュア

ルをどのようにして医師が、ドクターがや

っていただいているのかという、その相互

チェックは何も医者だけができるものでは

ないというふうに考えておりまして、今つ

くりました新たな新マニュアルを履行して

いくということは、事務的な職員を合わせ

てチェック体制ということで考えておりま

すので、あわせてよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  広報板については要望として言っておき

ますけれども、それと、できれば、先ほど

の繰り返しになりますけれども、安全、医

療的なマニュアルですね。これを時間かか

ってもやっぱりつくっていくべきかなとい

うふうに私は思ってますので、要望として

お話しさせていただきます。 

  次に、第２点目でございますけれども、

ダイオキシン汚染物の一時保管状況と、今

後の処理方法について質問いたします。 

  ことし８月９日に開催されました豊能郡

環境施設組合、第３回定例会におきまして、

町長のほうから、１０月２８日に高山より

豊能郡内に搬出するというふうに答弁され

ております。実際は１０月２２日の深夜に

搬出されたわけなんですけれども、当然、

深夜に搬出しますと、昼間と比べて費用が

割高になってきます。なぜ深夜に搬出され

たのか、その真意を町長から聞きたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まずは施設組合の定例会で、１０月２８

日ということですけれども、これにつきま

しては１０月２８日が地主との契約期限で

あるということで、１０月２８日までに搬

送するというふうにお答えしたというふう

に、私としては認識しております。それが

まず１点と、もう一つは２２日、夜になぜ

運んだのかということでございます。一つ

は２８日が期限ということで、それまでに

ということがありましたのと、もう一つは

天候等を勘案、あと、輸送体制が整ったと

ころでということと、もう一つは警察等と

も協議しました結果、昼間に運ぶよりは日

常交通に影響が少ない、そういった混乱を

招かないようにということもございまして、
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そういうことも考えましてこの時間帯を選

択させていただきました。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  深夜ということで、どういうわけかマス

コミが実際映像を撮って流してたとこもあ

るんですけど、町長の答弁ではそういうこ

とだというふうに感じました。実際、今現

在、消防署跡のところに一時保管というこ

とでされておるんですけれども、住民の安

心・安全を守るために、やっぱり安全に一

時保管されていくことが、私は当然重要で

あるというふうに考えておるんですけれど

も、今後の維持管理、実際一時保管されて

おりますけれども、今後の維持管理につい

てどのようにされていくのか、その点につ

いてお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  今後の維持管理につきましては、今、消

防署の横におきまして、先週でしたか、周

りにさくをつくらせていただきました。外

からあの施設の中には人が入れないように

というふうな形での管理をしていこうとい

うことで、そういうものをつくって管理を

していこうとしております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  物理的な方策は周囲でということで私は

感じるんですけれども、その中身の状況は

どうなのかという。日々これから、どんだ

け時間かかるかわかりませんけども、処理

するまで時間かかってくると思うんですけ

れども、要するに言いたいことは、月１回、

中に入ってどういう点検されるのか。建物

に関しても大丈夫かどうかという、その辺

の具体的な維持管理、要するに、ある程度

のチェックをするための基本的なものがあ

って、それで一月に１回なり二月に１回な

りチェックされて、これで現状は大丈夫だ

と、そういうような形でされるのか、その

点をお聞きしたわけなんです。いかがでし

ょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  管理につきましては施設組合のほうでや

りますので、はっきり、ちょっとまだ聞い

ていないところでございますが、管理につ

きましては管理マニュアルというものを作

成しておりますので、それにのっとりまし

て管理はさせていただくということでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  その管理組合との絡み、当然わかるんで

すけれども、当然知っておくべき内容かな

というふうに私は思ってますし、そういう

点でちょっとお聞きしたんですけれども、

具体的に今回の一時保管されて、まだ日数

的に二月もたっておりませんので、その辺

の管理体制、管理マニュアルは実際にもう

できたかどうか。できてなかったら、今ど

ういう進捗状況なのか。ちょっとその辺も

含めてもう一度答弁をお願いしたいと思い

ますけど、町長いかがでしょう。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まずは管理、こちらにつきましては、当

然、法にのっとり、大阪府の指導にも従い、

今やっておるところでございまして、管理

マニュアルもつくってきっちりと管理して

おるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  ということは、もう、現消防署の一時保

管についての管理マニュアルはもうできて

るという解釈でいいんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  管理マニュアルという形で、どういった

管理をするかということはまとめておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  今、一時保管されている消防倉庫なんで

すけれど、プレハブですよね。特に天災等、

今後、南海等地震を考えていけば、現在の

その保管されている倉庫が十分に耐え得る

かどうかという懸念があるんですけれども、

町長、建築家ということで聞いておるんで

すけれども、その辺からして実際に、どれ

だけの地震が起きるかわかりませんけれど

も、現在の倉庫ですね、一時保管している

倉庫についての強度的な関係なんですけれ

ども、大丈夫かどうか、その点についてち

ょっとお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  建物につきましては建築確認申請もとっ

ておりまして、あとは新耐震ということで、

新しい地震の基準以降で建てられたもので

す。また、検査済証もとっておりますので、

強度的には建築基準法で満足しております

ので、そのあたりは安心していただいてい

いと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  わかりました。 

  続きまして、住民への説明という話なん

ですけれども、ホームページと広報１１月

号、１２月号で町長のほうから説明をされ

ておりました。今後、再度ですけど、住民

への説明会は予定されているかどうか、こ

の点についてちょっとお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず、こちらなんですけれども、住民へ

の説明ということにつきましては、これま

で豊能・能勢の両町の役場でも安全に保管

されていたこと、現施設でも引き続き安全

に適切に保管していけるということもござ

いまして、それと、広報「とよの」等で、

移設についてというお知らせをさせていた

だいたところでございます。なお、それぞ

れにつきましては、個々に施設組合のほう

で御要望があれば対応させていただいてい

るというところでございまして、説明会と
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いうことを開くということは、今のところ

は考えておりません。今は、まずは広報で

全戸にお知らせしたところと、もう一つは、

今ここで御連絡いただいたものについては

対応させていただいているというところで

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  再度、あれなんですけれども、住民説明

会はしないということですね。それで町長

としては、その方向で今後もいかれるとい

うことなんですね。もう一度お願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、地元の方の声な

んかも、私も聞いてまいりまして、そうい

ったことからも判断させていただきまして、

こちらについては説明会というものは開か

ないということで。ただ、開かないからと

いって説明しないというわけではなくて、

個々に、御連絡ありましたら個別には御対

応させていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  次に、無害化処理期限は、最大平成２８

年上半期というふうに聞いております。実

際のところ、もう３年が過ぎているわけな

んですけれども、現在の進捗状況ですね。

それと、今後のタイムスケジュール等につ

いてお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  無害化処理の現在の処理状況とタイムス

ケジュールですが、現在、処理場、処理方

法を検討しているところであり、具体的に

お示しできませんが、一日も早く処理が終

えられるように努めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  最大平成２８年上半期ということなので、

できるだけ早く、これについては進めてい

ってほしいと思っております。 

  若干、時間が早いんですけれども、今回、

初質問させていただきまして、しどろもど

ろの質問でございましたけれども、これを

もって私の質問を終了させていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、公明党の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午前１１時といたします。 

（午前１０時４１分 休憩） 

（午前１１時００分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほど、機械のふぐあいにより、一般質

問の映像が一部途切れました。まことに申

しわけありませんでした。 

  次に、豊鳴クラブの一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  井川佳子議員を指名いたします。 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  議長のお許しをいただきましたので、豊

鳴クラブ、井川佳子、質問をさせていただ
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きます。何回この場所に立っても、とても

緊張するものでありますが、町民の皆さん

を代表して、私、しっかり質問させていた

だきますので、理事者の皆様には親切丁寧

にわかりやすくお答えいただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

  それでは、始めさせていただきます。 

  まず、通告書に従いまして、有効期限を

過ぎたワクチン接種についてお伺いいたし

ます。先ほど、公明党の永谷議員もお尋ね

でありましたが、ちょっと聞けば聞くほど

わからない疑問点というのがありまして、

そちらのあたりも聞かせていただきたいと

存じます。 

  まず、事態を招いた経緯というのは、先

ほどお話ではありましたが、もう一度、簡

単でいいのでお答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  平成２５年１１月７日木曜日、午後４時

過ぎに、当該診療所でワクチン接種を行っ

た後に、予防接種の申請時に記入された予

防接種予診表の最下欄、一番下の欄になり

ますが、一番下の欄にある使用ワクチン名

に、ワクチンの有効期限のシールを張り、

さらに有効期限年月日を記入する際に、有

効期限が切れていることが判明いたしまし

た。このため、同様のワクチン接種の有無

を確認したところ、９月、１０月にもそれ

ぞれ１件あったことが判明いたしました。

さらに、前日の事案を受けまして、過去５

年間の予防接種の総点検を行った結果、新

たに１名の幼児に対し、有効期限が切れた

ワクチンを接種していたことが判明したも

のでございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  肉筆で書く、予診表の一番下に書くと先

ほどもお答えいただいてましたけれども、

そこですごく思うんですが、有効期限が平

成２５年５月２６日であります。そして接

種日が９月１２日、１人、１０月３１日が

１人、１１月７日が２人、そして５月にも

お１人ということが後でわかったとお答え

いただきましたが、この時間差があるのに

さかのぼって気がつくあたりがすごく不思

議なんですね。例えば、その９月から１１

月の間に４人、そして５月に１人の被接種

者がいらっしゃったわけなんですけれども、

たくさん接種されたうちのたまたま５人の

分だけが薬剤切れだったのか、それはちょ

っと考えにくいとは思うんですけどね。そ

れとも、５月から１１月までの間に、たま

たま５人の方が接種に来られたので、その

分の接種の有効期限が切れていたのか。ま

ずお答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  国保診療所におきましては、夏の間、接

種は控えております。それは、幼児なり児

童に、気温が高いですので、そういうこと

は控えておると聞いております。その期間

については接種は控えております。なので

９月ということに飛んでおるわけです。夏

休みの間の７月、８月の間には、予防接種

は接種しない方針できておるからです。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そういうことを聞いているのではなくて、
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いいですか。有効期限切れた接種をされた

方、合計５人いらっしゃるわけなんです。

これは、例えば３０人接種しに来た内の５

人なのか、あるいはたまたまこの方たち、

この期間の間に５人接種されて、そしてそ

のときに有効期限を過ぎた接種のワクチン

をしたのかと私は聞いているのでありまし

て、その間、夏の間は接種を控えていると

いうことを聞いているわけじゃなくて。お

わかりいただけますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  失礼いたしました。私の手元に、その期

間中の、今おっしゃられた有効期限、５月

２０数日ですが、それから９月までの間に

何人の接種者がおられたのかという質問で

したね。手元にございませんので、後ほど

ちょっと調べさせてもらって、答えさせて

いただきます。その期間の、全体はあるの

ですけれども、その期間の分がありません

ので、ちょっと調べさせてください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午前１１時０５分 休憩） 

（午前１１時０７分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  時間をとっていただき、ありがとうござ

いました。 

  麻しん・風疹の混合ワクチンにつきまし

ては、２４人中の１人、それからジフテリ

ア・破傷風に関しましては、１４人中の４

人ということでございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  済みません、すごく驚いておりまして、

私は、この期間の間に５人の方だけが接種

して、そういうことがあったのかなという

ふうに思ってたんですけど、今の数字聞い

て、すごく愕然としてます。 

  それと、すごく不思議なのは、肉筆で書

いてらっしゃるのに、そのときに気づくべ

きだと思うんですよ。なのにさかのぼって

出てくるのかというあたりがすごく不思議

なんですけど、お答えいただきます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  非常にお答えしにくい質問でございます

が、先ほど、永谷議員の質問にもちょっと

お答えいたしましたが、保管庫にあるワク

チンは確実に有効期限だというふうに思い

込んでおったと思います。それで、逐一、

その都度、その都度確認するという意識が

乏しかったのではないかなと思料しており

ます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  でも、予診表に書くわけで、そのときに

チェックが既にできてると思うんですけど、

なぜさかのぼって出てくるのかというのが。

予診表に１個書きますよね。お一人ずつ、

また予診表を書くわけ。じゃあ予診表とい

うのは、大分ためてから後で作業するもの

なのですか。そうじゃないと思いますよ。

その点についてお答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 
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  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたしますが、予防接種時に、そ

の方の、接種をされる方の健康状況等を知

るために予診表は書かれます。その一番下

の欄には使用ワクチン名があります。そし

て接種された医師の名前もあります。記入

されます。その使用ワクチン名のところに

有効期限が、シールがあります。母子手帳

にも張りますけれども、それにはワクチン

名と有効期限が刻印されてあります。その

張られたシールの下に有効期限の年月日を

新たに肉筆で書く、そういうふうな作業が

あります。本来ならば、私も、議員おっし

ゃるように、その時点で当然気づくべき、

または気づく機会があった、そのように私

も考えておりますが、結果を見ましたら、

それは漫然と行われておったのではないか

なと言わざるを得ないところがありまして、

私はお答えに窮するところがあると申しま

すのは、本来ならば機会が二度、三度とあ

ったにもかかわらず、このような結果にな

っておることが非常に残念でなりません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうです。先ほど、どういう事態でって

永谷議員が御質問のときに、保管庫にあっ

た、冷蔵されたワクチンを看護師さんが用

意なさって、そしてお医者さんが打たれた

ということでしたね。それはわかりました。

ですが、済みません、実際にあった怖い話

なんです。これ本当に、私と私の娘の体験

なんですけど、ある中規模の入院施設のあ

る病院に、娘を伴ってインフルエンザの予

防接種に行ったときのことなんです。二人

だけで待合室で待ってるときに目撃した、

本当の事実のことなんですが、お医者さん

が薬剤部のところに出向きまして、「君、

この注射しようとしている薬剤だが、この

薬剤、期限切れだよ。」って言ったんです

よ。そうすると、そこにいた薬剤師さんか

職員さんかよくわかりませんが、その方が、

「期限が切れても二、三カ月は大丈夫なん

です。」と言って、そのお医者さんを追い

返したんです。その場面があって、そして

うちがすぐ呼ばれたので、２人で、えっと

いう顔をしたんですけど、そのお医者さん

は私に、その箱は見せてくれましたけど、

たしかさっき言ってた有効期限というのは

示してはいただけませんでした。これ本当

に、作り話じゃなくて実際にあった話です。

申しわけありませんが、これはないとお答

えいただきたいんですけど、そういう、有

効期限が少し切れても大丈夫というような、

そういう空気はあったのか、なかったのか。

そこは大事なことなので、さらっと的確に

お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  先ほど申し上げたとおり、漫然と確認が

行われておった、なので、故意にそういう

ことがあったとは、私は考えておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうです。そのとおりです。命を預かる

機関でありますし、町営であるというとこ

ろもまた大事なところでありますので、そ

こはきっちり押さえていただきたいと思い

ます。 

  次に、被接種者の方々への今後の対応に

ついてお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 
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  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  先ほど、この事案は１１月７日の夕刻、

４時過ぎに判明したというふうにお知らせ

いたしました。その夕刻でございますが、

被接種者児童４人の自宅に奥本医師と私が

訪問し、保護者に謝罪いたしました。１１

月１５日判明の幼児宅にも、先ほど１件、

麻しん・風疹の混合ワクチンと言いました

が、それに関しても幼児宅にも訪問し、謝

罪いたしました。その上で、被接種児童・

幼児の健康状態を確認するとともに、期限

切れワクチンの接種が、直ちにお子さんの

健康に被害を及ぼすものではないこと、お

子さんの健康に何か異状が認められれば連

絡をいただくこと、また、今後適切な時期

に抗体検査を行い、抗体ができていない場

合には再接種も含めて対応させていただく

ことなどを説明いたしました。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  事が起こった後、どう対処するかという

のはとても大事なことだと思いまして、以

上のことはよくわかりましたので、よろし

くお願いいたします。 

  それと、この診療所には薬剤師さんはい

らっしゃらないのでしょうか。そして、今

後置くというおつもりはないのでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  診療所の薬剤に関しましては医師のもと

に行われておりまして、今後も薬剤師を置

くことは考えておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  なぜ、置かれないのですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  院外の薬剤であるならば薬剤師は必要で

すけれども、診療所内には常勤の医師がお

りますので、その者の責任において薬剤が

調剤されておるということでございます。

なので、置く必要はないからでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  では、お医者さんが書く処方せん、あり

ます。この処方せんはどの職種の人が調剤

しているのでしょうか、今現在。済みませ

ん、調剤とは、お医者さんが処方せんを書

きます。例えば感冒の何々が何グラム、何

包要りますよって書く処方せんがあります

よね。今度それは、患者様に渡す前に、そ

れを袋にちゃんと詰めるというのかな、合

わせて、そして渡すんです。それを調剤と

いう行為なんですけど、その行為をどの職

種の方がなさっているんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  当該診療所の看護師でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  調剤薬局とここでは違いますが、調剤薬

局では、まず処方せんを見て調剤をする薬

剤師、それをもう一度監査する薬剤師、こ

れ２人目です。そして最後に投薬する薬剤

師と、専門である薬剤師さんでもちゃんと
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３回見て、そして患者様によく理解してい

ただいてお薬を渡します。それにかわる体

制として、どのように対処していかれるお

つもりですか。また、今もうされていると

思うんですけれども、そこをお答えくださ

い。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  最終的には医師がカルテに記入され、そ

して看護師が薬剤を袋に詰めて、医師の責

任において渡しておるということでござい

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  処方せんを看護師さんが見て薬剤を詰め

ましたと。詰めた後すぐ渡すのでは１チェ

ックしか、その方しか見てないですよ。そ

れをちゃんとそうなってるかっていう確認

する人は、するチェック体制も要るんじゃ

ないでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  当該診療所の薬剤の確認につきましては、

医師がカルテに記入し、看護師がその薬剤

を袋に詰め、そして受付の職員が再度確認

し、支払っていただくという手順でござい

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  医師が処方したのを看護師さんが袋に詰

めて、再度、受付の方が確認されているん

ですね。わかりました。 

  では、次にいかせていただきますが、今

後、私さっき思ったんですけど、永谷議員

に御説明なさっておりましたね。保管庫に

あったワクチンだったので有効期限が過ぎ

ているとは思ってなかったということで、

要するに、患者様が来て対処する、そして

またいろいろな患者様も診療所で待たされ

ているというのを思うと、スピーディにし

なきゃという気持ちがあるかもしれません。

もちろん見るのも大事なんですけど、まず

その保管庫にちゃんと管理体制をしないと

いけません。本当に保管庫にきちっと有効

期限のあるものをちゃんと置いてあるとい

う、そこが大事なんです。そこを充実させ

るにはどうしたらいいかという、大手薬局

ではどうしているかというのを、ちょっと

私、娘が薬剤師なので聞いてまいりました。

先ほど、これからはこうするとお答えもな

さってましたけど、まだ私は甘いと思いま

す。いきます。ある大手薬局での取り組み

です。薬剤は半年に１回期限を見て、期限

切迫ファイルと題しまして、エクセルに期

限１年以内の薬剤を全て落とし込みます。

整理・保管・管理すると。先ほど、１カ月

に１回は見るようにしますとおっしゃって

ましたけど、でも、その現物に附箋を張る

んです。これもう逼迫してますよというの

を全て附箋を張ります。そして附箋を張れ

ないものには、輪ゴムに附箋をつけて、そ

の箱なりにつけておけばいいということな

んですね。それと、ここが違うと思うんで

すよ。期限を切る３カ月前になったら引き

払って廃棄処分するというんです。大手で

すから、すごく危機管理できてると思うん

ですね。まず、渡した後、その患者さんが、

例えばワクチンじゃないですけれども、例

えば処方されたお薬、例えば３０日以内に

飲んでくださいとか、処方あると思うんで

すけれども、その期間にその方が置いてら

っしゃるかもしれない。そういうことも考
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えて、３カ月前になったらすぐ引き払って

廃棄処分することという、そこの薬局はそ

うされているということなんです。そして、

その３カ月余裕のある薬しか出さないとい

うことなんですね。それと、月初めに、有

効期限３カ月前の薬剤をちゃんと廃棄する

というのはしっかりされているということ

なんです。そして、今おっしゃったように、

診療所に薬剤師を置かないとおっしゃるな

らば、在庫管理担当を決めて、しっかりそ

の薬剤のワクチンを保管してある箱の中、

あるいは、それだけじゃなくて、薬局に置

いてあるさまざまな薬あります。多種多岐

にわたると思うんですけれども、その薬の

在庫管理担当者の責任者を決めまして、こ

れは別に、最高責任者はもちろん診療所長

でいらっしゃるお医者さんであるとは思う

んですけれども、そこへ至るまでに、その

エクセルに落としたファイルをつくるとか、

それから附箋をつけるとか、そして、例え

ば廃棄ですね。何カ月って決めたら、それ

で廃棄するとか、そういう管理は在庫管理

担当、医師じゃなくてもできると思うんで

す。ぜひ取り組んでいただきたいんですけ

ど、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  今、ワクチンと離れて薬剤のことに関し

てだと思いますが、本事案がありました後

に、改めて他の薬剤についても、御指摘の

薬剤についても有効期限等の確認をさせて

いただきました。そして毎月１日と１５日

に在庫管理をする中で、それら有効期限に

ついても確認をしておりますし、また担当

も決めております。そのような対応をさせ

てもらっております。ただ、１点ちょっと

意見が相違しますのは、有効期限３カ月に

つきましては、先ほど私は、１週間以内の

ものには別保管とし廃棄するというふうに

は申し上げましたが、その部分は若干違い

ますが、同様の手順であると考えておりま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうです。保管庫の中のもの、あるいは

調剤に並んでいるものは、全て有効期限大

丈夫という安心感のもとで、医療チームで

すよ。お医者様も看護師さんも事務員さん

も、みんな医療チームだと思うんですね。

地域の医療を支える医療チームです。その

方たちが安心して仕事に当たれる、そうい

う環境づくりもしっかりつくらないといけ

ないと思うんです。それをよろしくお願い

いたします。意見が違うというところはあ

れですけど、でも１週間じゃなくても、も

うちょっと延ばしてもいいと思います、私。

よろしくお願いいたします。 

  それと、人件費圧縮なのか、ちょっとよ

くわからないんですけれども、常勤の診療

所長さんはお医者様ということでした。で

は、そういう在庫管理の担当者、ごめんな

さい、ちょっと戻っていいですか。その在

庫管理の担当者というのは、どなたなんで

すか。済みません。どの職種の方ですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  非常勤の事務の者が、従前、事務長をし

ておりましたが、その者が在庫管理を確認

しております。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 
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  訂正させていただきます。私の答弁が間

違っておりました。在庫管理は看護師が行

っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  しっかり管理していただきたいと思いま

す。看護師さんがなさっているということ

ですね。 

  それで、今ちょっと気になっているのが、

課長兼務事務長だと思うんです、現在。や

っぱりこのような事態というのがありまし

て、やはりすぐそこに責任者がいるという

のが、もちろんお医者様のほかにですよ。

医療チームの一員として、その事務長もい

るということは大事なことじゃないかと、

兼務では、私、務まらないんじゃないかと

思うんですけど、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  先ほどから何度か、私、答弁させていた

だいておりますように、一連の流れを見た

ときに、これは職員の常勤・非常勤、そう

いうことの原因で起こってきたのではない

というふうに、私は考えております。確認

が何度かなされ、また、発見する機会が何

度もあったのに、漫然と行っておったこと

が原因ではないかと考えておりますので、

直接に常勤・非常勤の区別に関係はないと

いうことで、信頼の回復には現体制のまま

で、先ほど申し上げた確認を多重化するこ

とによって、厳重化することによって対応

してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  私も非常勤で勤めておりました。別に非

常勤か常勤かということを、私は言ってい

るわけではありません。非常勤でも本当に

一生懸命仕事します。しました、私も。そ

ういうことを言っているわけじゃ、そうい

うことを言われるとすごい悲しいですけど、

そうじゃなくて、そういうことを言ってい

るのではなくて、やはり責任というんです

か、それと人件費圧縮でそうなったのかど

うか、ちょっと私はわからないですけれど

も、やはり責任者をそこにしっかり置いて

おくということは大事なことじゃないかと

思うんですね。事務長さんを課長と兼務し

てるというところを、私が気になってるの

で、そこをしっかり答えていただきたいと

思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  今回の、本当に、ワクチンの誤接種とい

うことで、町民の皆様に多大の御迷惑と御

心配とおかけしまして、まことに申しわけ

ございません。ただ、今、常勤・非常勤と

いうことを申し上げました。というか、常

駐かどうかということをおっしゃっている

んだろうというふうに思います。ただ、今

回の事案だけを考えますと、誰か１人プラ

スで常駐されてたとしても、恐らく起こっ

たのではないかなというふうに思います。

これは医療事故と言えるほど高度なもので

はなくて、医療者だけが担っている、医療

者だからこそ起こした事故ではなくて、普

通、仕事をするスタンスとして、心構えと

して、我々も全く同じであると思うんです。

それに加えて、やはり医療という、町民の

皆さんの命を預かる仕事として、さらにこ

れがどのように認識されて、日々仕事され
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ていたかということだと思います。 

  先ほどから、薬剤の管理に関して、お嬢

さんが薬剤師さんということで、かなり専

門的な、もしくは実例を挙げて御説明をい

ただきました。確かに医薬分業ということ

が医療の中では、今、進んでおりまして、

そこは重複した医療機関からの調剤を整理

するということもあるんでしょうけど、要

は医師の負担を軽くするという意味合いで

も医薬分業というのは進んでるのかと思い

ます。方向はそうなんですが、ただ、開業

医さん、小規模の診療所というのは、その

例に倣えないというスタッフの状態があり

ます。そういうことも踏まえて、今回、大

阪府の池田保健所のほうから指導も受けて

おります。要は、そういう、人が足らなか

って起こった事故ではなくて、今の体制で

もって十分防げたというか、本当に基本の

基本がなされてなかったから起こったこと

です。この基本の基本をどう守っていくか

ということを、今までのダブルチェックと

いうことで何とか、やり方、方針、マニュ

アルというのは持ってたんですが、これで

なおこんなこと起こってしまったわけです

ので、ここは職種を超えて、トリプルチェ

ックというんですか、やはり診療所の総体

でこういうことを防いでいかないかんだろ

うと。その最も責任を持っていただくのが、

やはり所長であり医師であるかなというふ

うに思っています。大変御迷惑をおかけし

ましたけれども、本当に職員の意識的な問

題が一番大切だと思います。変に体制を整

えるからこれが防げる、そのことも大事な

んですけれども、それで自分たちが今まで

やってきたことが見直されないとすれば、

余計に問題かなと思います。今いてる職員

がもう一度、やはり基本に返って、自分た

ちのやっている仕事を見詰め直してもらっ

て、これからやっていただくことが、何よ

りも再発防止につながるかなというふうに

思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうです。ダブルチェックならぬトリプ

ルチェックで、ぜひとも今後このような事

態がないように、しっかり地域医療に貢献

していただきたいと、私は期待しておりま

す。 

  では、次の質問に移らせていただきます。 

  光風台駅前エスカレーターの更新につい

てでございます。現在、平成２５年度予算

に上がっています光風台駅前エスカレータ

ー更新基本設計事業１４０万円なんですけ

れども、この事業の進捗状況を教えてくだ

さい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  現在の進捗についてお答えいたします。 

  本年度の予定は、エスカレーターの基本

設計を行うこととなっております。これに

つきまして、１０月１８日に開札を執行し

たところ、契約相手が株式会社空間デザイ

ンというとこになりました。契約日は１０

月２８日、それから工期が平成２５年１０

月２９日から平成２６年２月２５日までと

なっております。今現在のコンサルタント

の業務の概要でございますが、各メーカー

からヒアリング調査を行っていると聞いて

おるとこでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  それでは、今、御説明いただきました工

期とか、それから工事の設計者も決まった
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ということで、着々と進んでいるというふ

うに、私は、エスカレーターの更新が着々

と進んでいるというふうに私は理解したん

ですけど、それでよろしいですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  現在、エスカレーターを改修するべく設

計等を進めておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  よくわかりました。 

  では、済みません、時間もないので次に

いかせていただきます。 

  交通網整備についてでございます。東西

線のバス路線の時刻表を改正されました。

そしてこのように１０月１５日、ダイヤ改

正のお知らせというチラシで広報をされて

おられます。このバス路線の時刻表は、ど

こに着眼して改正されたのでしょうか。お

聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  お答えをいたします。 

  １０月１５日のダイヤ改正でございます。

これにつきましては、ときわ台駅で乗り継

ぐ方、要するに能勢電鉄に乗られる方の川

西能勢口行き直通便との乗り継ぎ、接続を

第一に考えたものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  川西能勢口への直行便に、そのバスがう

まく連絡するようにダイヤを改正されたと

いうことなんですね。豊能町地域公共交通

社会実験の利用状況表によりますと、平成

２５年１０月におきまして、ときわ台より

豊能営業所のバス利用が増便しているよう

な気がしたんですけれども、着眼点は違っ

たんですね、じゃあ。そうなんですか。と

きわ台に乗るために、そこに照準を合わせ

たってさっきおっしゃったんですけど、い

かがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほどお答えしたとおりでございまして、

御利用の方々からの御意見が、バスが着い

たら出発する電車が見えてしまうと、せっ

かく乗れる電車に乗れなかったではないか

というような苦情もお聞きしておりました

ことから、バスが着いて、その川西能勢口

行きの電車にスムーズに乗っていただける

ように、時間をずらしてダイヤを組みかえ

たというものでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうだったんですね。私は、千里中央へ

の乗り継ぎも、若干、ダイヤがよく改正さ

れているように思ったので、そこも改正さ

れたのかなと思ったんですけれども、着眼

点がちょっと違ってたんですね。 

  でも、私思うのに、平成２５年１０月に

おいて本当に微増、少しふえた表を、私、

パソコンでプリントアウトして持ってるん

ですけれども、でもまだもったいない気が

します。1,７６１万5,０００円かけて、こ

のバスを動かしているわけなんです。どう

やったらもっと利用していただくバスにな
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るのか。町行政はどういうふうに考えてら

っしゃるんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私どもも、もっと利用していただきたい

という思いは一緒でございます。現在、将

来にわたる本町の交通計画というものを作

成中でございまして、これにつきましては、

ただいまおっしゃいました地域公共交通会

議の議論、それから当然、議会での御意見

も頂戴して、その上、住民の皆さんのパブ

リックコメント、このようなものもいただ

いて、新たな計画として反映してまいりた

いというふうに思っております。 

  東西バスに限って申し上げますと、現行

の運行形態というものの、そのままの存続

というものではなくて、その必要性とか運

行方法等も勘案して検証してまいりたいな

というふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  より利用されるバスダイヤ、そして運行

経路の見直しもやはり必要なのではないか

なと思います。またこれからいろいろ提案

したいと思います。 

  じゃあ、その東西バスはちょっとさてお

きまして、申し上げたいんですけれども、

希望ヶ丘より箕面グリーンロード経由千里

中央行きバスですね。朝２便でもあれば、

再三申してますように、やはり便利になり

ます。そして、私が思ったんですけれども、

希望ヶ丘内を歩いてますと、５年前に歩い

た希望ヶ丘と、今歩いた希望ヶ丘と変わっ

てます。５年前は空き家がすごく多かった。

それが今、小さいお子さんを連れた若いお

母さんが昼間にいるような世帯が、ぼつぼ

つ、希望ヶ丘に住まれてるなと。１戸ずつ、

ちょっとあるものを配ったものですから、

見たときに、そういう印象でした。やはり

今、悲しいかな、家が、古家なんですけど、

８００万円、もうちょっと色をつけて1,０

００万円ぐらいに下がってきてます。私た

ちは4,０００万円で買ったんですけれどね。

その物件が、やはり都会よりも、この緑豊

かな、そして教育に力を入れている豊能町

に若い人たちが着眼して、ぜひ住みたいと

思っているわけですよ。そうするとお父さ

んが、お母さんが言うんですよ。ここ不便

だから、車１台置いてってくださいって。

車が、子どもが熱出しても、病院に行くの

に何分しかないバスに乗って、また帰りの

バスが心配でしょう。だから車１台置いと

いてって。じゃああなたはどうするのって、

あなたはバスで通ってくださいって。えっ、

このバスダイヤ厳しいやんって言うかもし

れません。ですから、やはりそこにちょっ

と行政が手を差し伸べてほしいんです。優

しい手を、温かい手を。やはり朝２便でも

いいので、箕面グリーンロードを通してい

ただきたいんですよ。いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  この懸案の問題でございます。グリーン

ロードを通じて、希望ヶ丘から千里中央へ

の直通便ということは、我々も実現をする

べきではないかなと思っておりますが、当

然これ、阪急バスとの話し合いのことでご

ざいますので、直通、希望ヶ丘発というこ

とではなくても、箕面森町で乗りかえてう

まいこといけるとか、何とかそういう利便

性を高めるという方向で、今後の交通計画

は考えてまいりたいと、また阪急バスとも

密に相談をして、何とか実現をしたいとい
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うふうに思っております。よろしくお願い

いたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  それと、最後です。 

  大阪府高等学校の通学区域が２０１４年

に全廃されます。やっぱり教育の機会均等

のことから考えましても、やはり交通至便

な豊能町というのが魅力になってくると思

うんです。ですから、茨木への直通便とい

うのも、またすごく難しいとは思うんです

けれども、考えていただきたいと私は切に

お願いしておきます。よろしくお願いいた

します。 

  これで私の一般質問は終わらせていただ

きます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、豊鳴クラブの一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩といたします。 

  再開は、午後１時といたします。 

（午前１１時４２分 休憩） 

（１番・野村剛志議員 着席） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、無所属の会の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  福岡邦彬議員を指名いたします。 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  福岡邦彬でございます。 

  ダイオキシンの完全解決なくして財政再

建はあり得ないという立場で質問させてい

ただきます。 

  私は、このダイオキシン、高濃度汚染物、

一般廃棄物と町長はしきりに広報でおっし

ゃってますが、少なくとも今までのダイオ

キシンという問題の中で、一般廃棄物とし

て定義づけられたのは、町長、あなた１人

ですよ。まずこのことについてお聞きした

いと思いますが、これに間違いありません

か。少なくとも、ダイオキシン類あるいは

ダイオキシン、高濃度汚染物と言うのでは

ありませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  ごみには、一般廃棄物、産業廃棄物とい

う、大きな二つの定義もありますので、そ

ういった意味で一般廃棄物という表現はさ

せていただいたところでございますけれど

も、ダイオキシン、高濃度汚染物というこ

とについては認識しております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  といたしますと、町長がしきりにおっし

ゃっている、住民の皆様に説明する、広報

で説明する、あるいはいろいろな方法で説

明する、個々に説明すると言っている中で、

１２月号の広報については、舌足らずとか

そういう考えでよろしいですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  ですので、一般廃棄物か産業廃棄物かと

いう定義で言うと、一般廃棄物という形で

書かせていただいておりますし、ダイオキ

シンということはダイオキシンということ

で書かせていただいているところでござい
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ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  広報１２月号を読んでいただいたら、そ

んなこと書いてますか。しっかり読んでく

ださいよ。どうなんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  冒頭でも書いておりますように、ダイオ

キシン問題につきましては、いまだ処理で

きず残された状態となっている一般廃棄物

３０トン、ドラム缶１９８本というふうな

形で書いておりまして、ダイオキシンとい

うことでは表現はさせていただいておりま

す。 

  また、下のほうでも、ダイオキシン類に

ついての性質等についても触れさせていた

だいているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  いみじくもおっしゃいました。ダイオキ

シンの、町長は、ダイオキシンについて危

険性を訴えることなく、特質だけを述べて

おられるんじゃないですか。ダイオキシン

は危険であるという認識はありますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  ダイオキシンにつきましては、諸説ある

と思っております。危険であると言われて

いる学者の方もいらっしゃれば、危険では

ないと言われている学者もいらっしゃいま

す。ただ、これは安全処理はしていくとい

うことでございますので、安全処理に向け

て、今、邁進しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  私も科学者ではありませんけど、ダイオ

キシン危険でない、初めて聞いた言葉です。

私のとこに届いているダイオキシン類の毒

性について、シアンですね。それの１０倍

の毒性があると、サイエンスに書いてると

言ってるんですけど、これまでそういう諸

説がある中に入りますか。本当に危険がな

いという学者はおりますか。挙げてくださ

い。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  武田邦彦さんという学者はそうおっしゃ

っておられますし、私、ダイ対協のいいん

でもありますので、そこの先生にも聞きま

したら、これまでダイオキシンで死亡され

た方、それで死亡された方はいてないとい

うふうなお話は聞いております。それと、

一説で危険だということで、ウクライナの

首相を暗殺しようということで使われたけ

れども、結局にきびが出ただけでおさまっ

て、それで死んだという話は私は聞いてお

りませんし、その先生からも私は聞いてお

りません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  おもしろいことを言いますね。どこかの
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誰かの方が原子力で死んだ方はおりません

と、ついこの間の話だと思いますけど、そ

ういう説を信じて、この高濃度ダイオキシ

ンを処理されるという姿勢を疑いますわ、

私は。そうしたら、この一般廃棄物でそう

いう説をとるならば、あるいはそういう説

を支持するならば、なぜ国崎でできないん

ですか。あなたは処理責任者として処理し

なければいけない立場にある人ですよ。な

ぜ国崎でできないんですか。これをお答え

ください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず、国崎クリーンセンター、こちらは

豊能町美化センターと一緒で、一部事務組

合ということでできております。一部事務

組合ということは、それぞれの市町村が共

同の事務ということでやっておるんですけ

れども、この豊能郡環境施設組合、こちら

につきましては豊能町、能勢町、以前の美

化センターで発生したごみ、その後の廃棄

物について処理をするということで定めら

れております。また、国崎のほうにつきま

しては、議員御存じのように１市３町の、

これから出てくるごみについて処理すると

いうことで決められたものでございまして、

当時、大阪府も兵庫県も入って、そういっ

た位置づけで１市３町、猪名川上流広域ご

み処理施設組合というものもできておりま

すので、基本的には違うということでなっ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  あなたは国崎でやるとおっしゃったんじ

ゃないですか。しかも危険でないんでしょ

う。あるいはそういう位置づけもあるんで

しょう。それを堂々と主張されたんですか。

これは後でまたもう一度言いますけど、そ

ういう主張をされたんですか。国崎の議会

あるいはしかるべき場所でそういう表明を

されましたか。私は聞いてません。されま

したか。文書なりなんなりと、住民にわか

りやすい、理解しやすい形でされましたか。

その記録は残ってますか。お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  そういった形で文書では残しておりませ

ん。ただ、国崎クリーンセンターの管理者

である川西市長と話しする場合には、そう

いった話もさせていただいたところでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  今、川西市長とおっしゃいましたね。川

西じゃないです。施設組合の管理者に、あ

なたの先ほどからいけば、僕は、６月議会

で副町長は、このダイオキシン問題につい

ては豊能町が主体でなければいけないとお

っしゃった。あなたは、この９月議会で、

前議員の平井議員、あるいは川上議員から

の質問に対して、今さっきおっしゃった、

すぐれて施設組合の問題であるとおっしゃ

った。答弁が随分食い違いますね。統一さ

れましたか。少なくともあなた、豊能町長

が施設組合の管理者であることは知ってま

す。しかし主体はあくまでも豊能町長では

ありませんか。おわかりになりませんか。

処理義務はあなたじゃないですか。一部事
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務組合といえども、豊能町の町長が一般廃

棄物、ごみを処理する責任あるいは使命が

あるんじゃないですか。お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、まず、一部事務

組合ということで、そのあたりの権能はそ

れぞれ豊能町、能勢町から、今の施設組合

のほうに移管されているというふうに考え

ております。ただ、現在、豊能町内にも保

管しておりますし、今後、豊能町内で主軸

に処理もしていきたいというふうなことも

申しておりますので、豊能町長としてもこ

れは全力を挙げて頑張ってまいりたいと思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  そうすると、豊能町ののどかな山村から

東ときわ台まで持ってきたということは、

豊能町長の判断ではないですか。そういう

のではないんですか。そして処理するとい

うのもあなたの判断がなければできないの

ではないですか。一部事務組合の管理者と

してやると、どう区別されているか知りま

せんが、その区別の内容を教えていただけ

ませんか。少なくとも主体性を持って豊能

町がやらなければいけない問題じゃないで

すか。お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  先ほど来から申してますように、まずは、

これは法律的にはまず一部事務組合という

ことになっておりますけれども、ただこれ

処理に当たりましては、やはり今の人員だ

けでやるというのは、非常に困難なことも

あるでしょうから、そういったことについ

ては、当然、豊能町としても、これは豊能

町、能勢町で出したごみですから、豊能町

としてもこれは真摯に受けとめてするべき

ものだとは思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  そうすると、私がこれから申し上げる質

問についても、豊能町長としてお答えにな

っていただけるんですね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、まずもって一部

事務組合、こういう施設組合というところ

がございまして、ごみのダイオキシンの処

理等については、こちらでやるというふう

な形には、まずなっております。これは法

律上といいますか、そういった形になって

おります。ただ、今、先ほど申しましたよ

うに、今現在、豊能町に置いている、また、

豊能町内で主軸でこれを処理していきたい

というふうに思っておりますので、そうい

ったことからも、答えられる範囲では当然

答えてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  逃げたらいかんと僕は思いますよ。 

  具体的にお聞きします。１０月２２日の
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未明に、１０月２５日の説明会では、三重

中央の職員１１名、そして施設組合１０人、

そして豊能町の職員が１１人、豊能郡環境

施設組合が９人、豊能町は１１人になって

ます。豊能町の職員の１１人は、誰の命令

で従事したんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  これは、管理者である私から豊能町に助

力を要請して、命令ということにつきまし

ては、施設組合の職員がそれぞれの部署で、

助力というか、そういったことについては、

この搬送につきましては、施設組合の職員

が中心になって動きまして、そのほかのこ

とにつきましては、その援助につきまして

は、豊能町の職員の方に助けていただいた

といったところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  まだそうおっしゃいますか。違うでしょ

う。施設組合の管理者から豊能町へ要請し

たと。誰に要請した。答えてくださいな。

そんな矛盾した話ありますか。お答えくだ

さい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず、管理者である私から、豊能町長に

まずお願いをして、豊能町長からその職員

に対して命令をしたといったところでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  一部事務組合の仕事や言いながら、豊能

町の管理者が豊能町長に言うて、これ落語

みたいにいきまんのか。そんな子供だまし

やめてくださいよ。もう少し具体的に言い

ましょう。今、ドラム缶を、搬送に携わっ

たのは、施設組合の９人とおっしゃいまし

た。これは間違いございませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  搬送につきましては、事業者に委託契約

を結んでやったところでございます。それ

と、それに施設組合の職員、豊能町の職員

も一緒になって搬送させていただいたとい

うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  だから、豊能町の職員も搬送に加わった

ら、誰の命令ですかと聞いてるんです。誰

の命令ですか。命令権、職務権限がなかっ

たらできないことですよ、これ。おわかり

になりますか。町の職員は全て、条例、法

律に基づいて仕事しているんですよ。もし

あなたが、百歩譲って、施設組合の管理者

というのは独立した行政機関とおっしゃる

ならば、そんなことはあり得ないでしょう。

だから答えてくださいよ。誰の命令で、ど

ういう条例に基づいてやったんですか。少

なくとも、職員を動かすのは田中町長、豊

能町長じゃありませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 
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○町長（田中龍一君） 

  先ほど申しましたように、私、豊能町長

から職員に命令をして、勤務、その従事を

するということで、ただ、その指揮命令系

統については施設組合の者の指示によって、

施設組合の指示で、施設組合の職員の指示

のもとでお願いしますということで、私か

ら職員にお願いをして、今回、搬送したと

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  議長、整理していただけませんか。施設

組合の職員に命令されて、職員が動くんで

すか、豊能町の職員が。それでいいんです

か。今の話では。そんなあほなこと言うた

らあかんと僕は思う、はっきり言って。施

設組合の職員がどうやって動かせるんです

か、職員を。おわかりになりますかね。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  済みません。ちょっと言葉の不適切なと

ころもあったかというふうに思います。勤

務せよという命令は、町長から我々含めて

発せられております。町長が、現場のいろ

いろな作業の指示も含めて、今、申されま

したので、それはもちろん施設組合が、あ

あせい、こうせいと、実際の動作について

の指示は施設組合のほうで担当してもらっ

た。勤務する、従事するということに関し

ては町長から命令を受けたということでご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  そうすると、主体性はあくまでも豊能町

長ということでよろしいんですか。これ、

お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  この移送については、施設組合とそこの

事業者が契約を結んでやっておりますので、

決めましたのは施設組合で決めたというこ

とでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  それは間違いないですか。もう一度お答

えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず、施設組合、こちらで契約も結んで、

ある業者ともやっておりますし、当然それ

もやりながら、施設組合職員と豊能町の職

員も主体となって今回搬送したことでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  先ほどの答弁と違うでしょう、議長。主

体となって。先ほどは、移送については三

重中央と施設組合でやったと。今度は、次

に言うたら、確認したら、町の職員も一緒

にやってると言うてる。全然違うじゃない

ですか。何やったらテープ起こしましょう

か、今。違うじゃないですか。主体なんて、
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そうしたら、逆に言うたら、あなたは豊能

町長として、教育長までこの作戦に参加さ

れておるんですけど、教育長にまで権限及

ぶんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  権限といいますか、来ていただくことに

ついては応援を求めたということでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  応援求めたって、職務権限あるんですか

って、あなたに。つまり、豊能町長として

あるんですか。勝手に来たんですか。消防

長も踏まえて勝手に来たんですか。ちょっ

とお答えくださいな。ここにたしか、私も

持ってますよ、これ。豊能町長あるいは当

然、施設組合の管理者は、教育委員会に下

にある教育長には及ばないはずですよ。お

わかりになりましたかな、今。それにお答

えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  これは私がお願いしたというところでご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  お願いしたから来るとか来ないとかいう

話じゃないでしょう。豊能町が主体を持っ

て、主体性を持ってやるというのが、言え

ばそれで済む話です。だから、言わないか

らこうなってまうんや。違いますか。主体

性を持って、副町長が６月に言うて、豊能

町が主体性を持ってやりますと言ったんや。

そう言うてくれれば、これは簡単な話です

よ。当然、豊能町は主体を持って、向こう

に運ぶのは豊能町挙げて協力するのは当た

り前の話ですから、それを言わないで施設

組合云々というから、こういうことになる

んです。 

  もう１点言います。今、三重中央と、そ

れから施設組合と契約に基づいて、この移

転を行ったと言いましたけど、契約書はい

つごろ作成されたんですか。恐らく情報公

開になればとれると思うんですけど、いつ

ですか。お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  契約日は１０月２１日でございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  その中に、豊能町の職員がこの移設問題

に従事するという契約は入っておりますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  この契約書には、そういったことは入っ

ておりません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  そうすれば、すぐれて豊能町長の権限で

この処理を行ったということで、それはそ
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う答えていただけばいい話じゃないですか。

どうですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  契約書では、施設組合と、この三重中央

が契約を結んでおります。それと、それに

ついて応援を求めて、豊能町にも応援を求

め、豊能町の職員も一緒になって今回動か

したというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  だから言ってるじゃないですか。豊能職

員を動かしたの誰ですかと聞いてる。施設

組合の管理者でしたか、豊能町長ですかと

聞いてるんですよ。そこを明確にしていた

だかなければ、私の質問が悪ければ悪いと

言ってくださいよ。どちらなんですかと。

契約書にも入っていない。そうしたら豊能

町長として、変なこと言われたけど、施設

組合の管理者として豊能町長に応援を求め

たという話ありましたわ。そうじゃなく、

豊能町長としてやられたんじゃないんです

か。これを明確にお答えくださいな。契約

書もないんでしょう。これについて再度、

再再度、きちんと明確にお答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  契約については、これ施設組合と三重中

央。応援も必要だということで、豊能町長

から職員に対して命令をしてやったという

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  そうすると、管理者としてと豊能町の関

係はどうなってますか。これどうもわから

ん。ちょっとお答えくださいな。はっきり

言いまして、町長が今おっしゃっているよ

うな話は、一部事務組合の代表と、管理者

という代表と、豊能町長という二面にあり

ますよ。私は、町長の報酬が、大半は豊能

町長か職分でもらっているんじゃないです

か。そうであると思いますよ。施設組合か

ら幾ばくかのお金はもらっているかもしれ

ませんけど、大半、全てほとんど、共済と

かあるいはそんなもんも踏まえて、人権福

利も踏まえて豊能町から出てるんじゃない

ですか。その豊能町の責任として、これは

豊能町長としてやりましたと、なぜ言えな

いんですか。お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  ですので、契約については、ですから、

施設組合と三重中央がやってると。まずこ

れが一つあるわけですよね。あとは応援に

ついては、当然私、田中町長から職員に対

して応援を求めてやったということでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  そうしたら、豊能町長としてお答えくだ

さいな。なぜそんな施設組合のことが出て

くるんですか。豊能町長としてお答えして

いただきたいですよ。いいんでしょう。豊

能町長として。しかも契約書にどのような
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内容か、私はまた知りませんけど、移送に

関する、のどかな山奥から人口の周辺密集

地に来るということは、当然契約書の中に

その作業内容も全部入ってあるんでしょう。 

（発言する者あり） 

○１１番（福岡邦彬君） 

  のどかな山村ですわ。そういうことでし

ょう。違いますか。時間がとられて大変で

すけど、お答えくださいな。理解できなか

ったら理解できなくて結構ですよ。少なく

とも、施設組合、三重中央がその移送につ

いて従事して、そして豊能町の職員はそれ

を見守るとか、何かのことになれば見守る

とか、そういう話ならば、私も理解できま

すわ。しかし豊能町の職員がこの移送に従

事しているでしょう。おわかりになります

か、今、言うてるのは。従事しているかい

ないか、お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  基本的には、応援ということで従事しな

いということでしたけれども、若干行程が

変わって、最後のほうで従事した部分もご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  従事したんでしょう。どういう契約です

か。どういう考え方でやったんですか。最

後の２本は、町の職員が運転して持ってき

たんじゃないですか。町の所有車で。これ

は言うてはいかんことですか。そういう事

実があるでしょう。お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、当初、予定どお

り終わらせる予定だったんですけれども、

前日の雨等で行程がおくれ、朝、行程がス

ケジュール的に間に合わなくなりそうにな

ったので、それにつきましては、当然これ、

通勤通学のこういった足にも影響を及ぼす

ということはよくないということですので、

最後の２本についてはお願いをして、搬送

したというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  だから、豊能町長としてそれは命令され

たんですか。最後にお答えください。明確

に。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  それにつきましては、命令いたしました。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  命令されたということは、豊能町はいか

なるようなその搬送に関して、事故があっ

ても豊能町の町長の責任だということで命

じられたと思うんですよ。それでよろしい

ですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  そうでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  何も３０分以上かかって、これ一言引き

出すために大変なことでしたわ。もう少し

自覚と自信を持ってください。 

  今後、処理について移られるということ

です。私は、１０月の末にテレビの中で、ﾃ

ﾝというテレビの内容だったですけど、見ま

した。非常によくできていました。豊能町

ののどかな山奥にというタイトルからきて

いました。過去から続く負の遺産である。

国内最悪といった高濃度ダイオキシン汚染

物が保管されているとの話がありました。

それで延々とやっておりました。ダイオキ

シンの処理についてはぶれております。つ

い９月議会ぐらいまでには、保管を持ち出

すと言ったけど、処理についての方向転換

というのは議会にも何の説明もありません

でした。ところがそのテレビの中で、処理

する時間、豊能町で処理するということが

出てきました。そして１０月２２日のこの

問題について、２３日の朝刊、その日の夕

刊、２４日の朝刊、夕刊、そして最後は朝

日が追従したんですけど、２５日の朝に出

ていました。３日間にわたって報道されま

した。その中で、豊能町内で処理すると出

ていますけど、どこで、議会にも説明なか

った。これは当然、議会に説明しなくても

いいのやったら結構ですけど、なぜそんな

のが出てくるのかね。私もびっくりしまし

たわ。なるほどこれは、こういう形ならば、

議会にも説明せん限りにおいては、周辺の

住民に説明せえへんの、よくわかるわと思

いましたわ。皮肉でっせ、これ。いつされ

たんですか、記者会見等々。できるだけ手

短にお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  まず、議会への説明につきましては、１

０月１６日の全員協議会の中で、豊能町内

のオンサイトを主軸にという話は、私は説

明はさせていただいております。 

  取材については、当日、１０月２２日に

取材がありましたので、そういった話は申

し上げました。 

  以上でございます。あくまでも主軸にお

いてということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  主軸か表軸か知りませんけども、そうい

う具体的な話じゃないでしょう。いわゆる、

町長の任期の上半期までというような話は

出てましたですか、処理内容について。 

  私は、時間がないからはしょりますが、

あのテレビに戻りますけど、番組の最後の

解説者が、終わらすことができる、処理が

できるということはもったいない話だと。

理由は簡単ですね。これまできちんと、そ

の場限りの都合のいい約束をせずに、こう

いう事業がありますと誠意を持って話しす

ればまとまった話だ。今回の件を周辺住民

に持ち込むことを説明することが、住民に

隠して一体、何をその先にあるのだ。得る

ものがあるのか。余計困難を持つだけだ。

私事の一言で片づけるというのは、そう簡

単でない。町の責任者は思われるかもしれ

ませんが、逆の見方をすれば、人間が決め

ていることですから、人間の心が人間を動

かせる、こう言っています。このことが、

今後予定されている地域での住民、はっき

り場所を言ってもいいですけど、きょうは

控えますが、その地域住民の心を動かすん

じゃありませんか。人間の心は人間を動か

せる。このことを私は確信しております。
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今、町長に欠けているのは、国崎での処理、

あるいは茨木での処理を、この１年間迷走

されました。しかし、人間の心を人間が動

かせるという姿勢を持つならば、今後、処

理する場所において、僕は生きてくると思

います。そのためにも、最低は西地区の周

辺住民に対して説明責任を果たすべきだと、

私は思っております。そうでなければ、次

の処理地の住民に対して、どのようにして

説得していくんですか。町長は、この移転

については町長の判断でやった。じゃあ町

長の判断で、今、残されている町の施設で

もいい。そこでやるのは町長の判断ででき

ます。あしたからでも、きょうからでもで

きます。しかし現実的には、あなたは、町

長は、ある地域に打診していることをおっ

しゃっています。恐らくこれについては、

長期の時間がかかるでしょう。しかしこの

人口周辺密集地に持ってくる覚悟があるな

らば、僕は、あしたからでもできるという

のはたしかです。そして、持ってきた、こ

れは１０月２８日に高山から持ってきたと

いうことを踏まえて、説明責任をしない限

りは、僕は処理に向かっていかないと思い

ます。その周辺住民に対して、再度やるべ

きじゃないですか。後になってもいい、ど

んなにたたかれてもいい、説明する必要が

あるんじゃないですか。それが今後の処理

に結びついていくんじゃないですか。これ

についてお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  まず、説明につきましては、先ほど来か

ら出てますように、全戸に、広報「とよ

の」１２月号の中で説明させていただいた

ということと、もう一つにつきましては、

連絡があれば、当然個別には、今現在対応

させていただいております。また、このダ

イオキシンにつきましては、保管すること

につきましては、１２月号でも述べてます

ように、これは揮発もせず、非常に安定し

た物質で、これまでも安全に管理してきて

おりますし、これからもきちっと安全に管

理ましてまいります。ですので、こちらに

ついては御安心いただいて、きっちり管理

してまいりますので、これは安心してくだ

さい。 

  これからは、処理に向けて頑張ってまい

りますので、よろしくお願いいたします。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  議長、時間過ぎて、ああいう捨てぜりふ

は僕はいかんと思う。じゃあ私も、もう少

し時間ください。安全というものは、ダイ

オキシンの安全が、何で山奥に持っていく

というのは、多くの周辺住民に迷惑かけて

おるんじゃないですか。そんなこと言った

らあかん。 

  終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、無所属の会の一般質問を終わり

ます。 

  次に、イノベーションとよのの一般質問

を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて１

２０分とします。 

  橋本謙司議員を指名いたします。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  それでは、４番、イノベーションとよの

の橋本です。改選後、初めての質問です。

この４年間は本町にとっても今後を大きく

左右する時期でもございますので、理事者

の皆様にはわかりやすい、前向きな答弁を

よろしくお願いいたします。 

  非常に申しわけございませんが、通告書
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の６番から、まず質問させていただき、以

降は１番から順に質問させていただきたい

と思います。 

  通告書の中で、まずは新たな財政再建計

画についてということで通告をさせていた

だいてますが、これについては通告書の中

身で、１２月に示される予定と説明のあっ

た新たな財政再建計画についてどのように

考えておられるかという内容で通告をさせ

ていただいてますが、昨日、（仮称）財政

健全化推進プラン（案）を御報告いただき

ましたので割愛をさせていただきます。こ

れについては今後、細部を検討されていく

というふうに思いますので細部はお聞きし

ませんが、昨日見せていただいて気になっ

たのが、やはり相変わらず人件費削減が大

きなウエートを占めていること、あと、年

間効果額が１００万円から４００万円とい

う効果が薄い項目も、相当大きなウエート

を占めているということ、これについては、

やはり財政が厳しくなれば、職員の給与カ

ット、委託化、手数料の値上げ、無料だっ

たものを有料化にするというようなことも

当然だとは思います。しかし一方で、マイ

ナスの、このような削減とともに、やはり

プラスの、町として何に力を入れていくの

かということもしっかりと示していくべき

だと感じてます。それについて町長はどの

ように考えておられますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  プラスの部分につきましては、今でも、

今回も、平成２５年度の予算の方針である

とか、そういった中で具体的に示し、予算

も議会の皆様にも了承を得て、現在、平成

２５年度予算を進めているというところで

ございまして、例えばユーベルホールにつ

きましては、これは継続するということで、

今年度やらせていただきましたし、あとは

今回、イメージキャラクターですね。そう

いったこともやらせていただいたりであり

ますとか、毎年具体的に、これから進めて

まいりたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  この点については、もうこれ以上の質問

はしませんけども、やはりこの町を活性化

させる、現状を打開する、創意工夫すると

いうことについては、当然住民の力も必要

というふうに思いますけども、やっぱり職

員みずからが高い志と使命感を持って職に

当たる必要があるのではないかと感じてま

す。これは、やはり町長みずからが、職員

への仕事のさせ方、そしてやっぱりトップ

の人間力というところによるところが非常

に大きいんじゃないかなと私は感じてます。

ですから、しっかりと聞く耳を持って、職

員としっかり議論をしていただきたいと、

切に願っております。それと、今後の財政

健全化には、従来の固定観念だけではなく

て、やはり新たな発想だとかアイデアで取

り組んでいっていただくことを切に願って

います。今後、昨日御提案をいただいた、

（仮称）財政健全化推進プラン（案）の詳

細を検討されていくと思いますけども、や

はりその点についても、中長期的なビジョ

ン、そして今後町がどうあるべきかという

ことをしっかりと念頭に置いていただいて、

議論を深めていただくことをお願いして、

次の質問に移りたいと思います。 

  次に、イメージキャラクターの活用につ

いてということで質問させていただきます。

この点について、１０月にはキャラクター
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が決定していた。しかし発表は１１月のと

よのまつりで発表するというようなことで、

これについては出し方等々、いろいろな考

えはあったと思います。それを否定するも

のではありませんけども、この間どのよう

に準備を進めてきたのか、まずお聞きしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  イメージキャラクターが決まりましてか

らの、これまでの手続、段取りでございま

すけども、決定いたしました最優秀作品の

作者の方との著作権の譲渡契約、こういう

ものを契約したり、あとはイラストの画像

のポーズ集を作成したり、あと同時に着ぐ

るみの製作にも着手をしてきたところでご

ざいます。 

  また、選定委員会におきまして、商工会、

観光協会もメンバーに入っていただいてお

りましたけども、そういう商工会、観光協

会のほうで「とよのん」のイラストを利用

していただいてというようなことも必要か

なということで、そういう加盟の事業所に、

使用希望の照会もさせていただいて、１１

月１０日のとよのまつりの発表と同時に、

華やかにそういう活用ができないかなとい

うところで、そういう段取りはとってきた

というつもりでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  とよのまつり行かせてもらいました。そ

の中でやっぱり、あの着ぐるみが歩いてた

ら、小さい子が寄ってきたりとか、そのお

母さん、お父さんが写真を撮られたりとい

うようなことで、それはある一定の成果、

効果はあるのかなと感じました。ただ、例

えばあれが１１月１０日、とよのまつりの

日に発表され、次の日に、例えばその着ぐ

るみ貸し出しますとか、そのイラストのポ

ーズ、先ほど、あれはいいものができてる

と思いますよ。その辺を住民の皆さんに御

利用いただくというふうな手続がとられて

なかったと思うんですね。本来、それだけ

の１カ月の期間があれば、そういうことは

して当たり前だし、せっかく打ち上げると

いうのであれば、その日、遅くてもその翌

日の朝には同じように掲載するというのが、

今この情報化社会では当たり前だと思うん

ですけども、そのあたりはどうお考えです

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御指摘のとおりでございまして、翌日早

速ということで、我々もちょっとおくれた

なという感は否めないところでございます。

着ぐるみの貸し出しにつきましても、イラ

ストの使用基準、それからホームページへ

の掲載、これらについてはスピード感に欠

けるという対応があったことはたしかでご

ざいまして、今後その点については、今後

さらに改善してまいりたいというふうに思

っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりこういうのも段取り八分という

か、段取りが全てやと思うんですよ。それ

をやっぱりしっかりとスピード感を持って

今後もやっていただきたいなと思います。 

  あと、とよのまつりでずっと僕、ブース

も回らせてもらいましたけども、事前に、

１カ月前に商工会だとか観光協会等の団体

に、その「とよのん」を活用していただき
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たいということで回ったということで、さ

っきおっしゃいましたけども、これ実際当

日見ると、山口食品さんの納豆のところ以

外では僕は見かけなかったんですが、その

点事前にそういうようなお願いはしたとい

うことですけども、それに対する評価と感

想、どう思ってはりますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  とよのまつり当日の活用の状況でござい

ますけども、おっしゃるとおり、商工会で

は１ブース、それから消防署のほうで１ブ

ース活用しておったというところでござい

ます。 

  また、我々の主催の側でございますけど

も、来年、新１年生になる子どもたちによ

る、豊能のＴシャツを着た、とよのんと一

緒に踊ろうというようなイベントを実施し

ましたりですとか、あと一般向けの方にＴ

シャツを販売するということも、我々行っ

てきたところでございます。また、そのＴ

シャツについては、職員、スタッフが着ま

してＰＲに努める、それからプレゼントと

しまして、クリアファイルとかシールをつ

くりまして、会場でお配りをしたというよ

うなことで、重点的なＰＲについては務め

たというところでございます。ただ、先ほ

ども申し上げたとおり、商工会、観光協会

のほうでは１ブースしかなかったというこ

とで、非常に残念なところでございますけ

ども、そのとよのまつりの後になって、現

在ではいろいろ申し込みをいただいてきて

おりまして、今後については積極的に、そ

ういう商工会、観光協会のほうで活用して

いただけるものと思っておりますし、我々

も提案を差し上げていきたいというふうに

思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これ、僕自身が思うのは、やっぱり町内

へのＰＲは、住民だとか各種団体に利用い

ただくということでいいと思うんですよね。

ただやっぱり町外へ行くのは、商工会の力、

観光協会の力、職員みずからが動くという

ようなことで広めていくべきやというふう

には感じてます。ただ、このイメージキャ

ラクターつくった。僕はこれ、いいもので

きたなと思ってます。ただ、着ぐるみをつ

くることが最終的な目的ではないんだと思

うんですよね。やっぱり町を知っていただ

く、あくまでもその一アイテムですよ、こ

れは。そういう意味で、今後このイメージ

キャラクターを含めて、町をどのように町

外へアピールしていくのか。そのあたりに

ついてお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  「とよのん」を使ってのＰＲということ

でございます。まずは町内の方々に、「と

よのん」ができたと、「とよのん」がイメ

ージキャラクターであるということを知っ

ていただくということが一番必要であろう

かなというふうに思っておりまして、例え

ば幼稚園、保育所の誕生日会であるとか、

お楽しみ会、それから、今後ユーベルホー

ルでクリスマスコンサートとかニューイヤ

ーコンサートが行われますので、それらに

出演するとか、あと成人式などのイベント、

ほかの式典等において、積極的に見ていた

だく機会を持ちたいというふうに思ってお

ります。 

  また、先ほどもちょっと申し上げました

が、「とよのん」の着ぐるみを住民の方々
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にも貸し出しをしまして、積極的に使って

いただきたいと思っておりますし、イラス

トにつきましても積極的に使っていただき

たいと。例えば名刺に印刷していただくと

かいうことも可能ですので、そういうもの

もお願いをしたいと思っております。 

  また、町外へ出ていくということも非常

に大事でございます。町外につきましては、

既に１１月１６日、１７日、２日間、兵庫

県加東市の東条湖おもちゃ王国のほうにま

いりまして、キャラクターフェスティバル

ｉｎかとうというイベントにも出席、参加

をしてまりましたし、今後は、今月２２日

のシティプラザ大阪におきまして、大阪府

内ご当地キャラ大集合というイベントがご

ざいますので、そこにも出演をしようと思

っております。その際には高山ゴボウのＰ

Ｒとか、そういう食材の提供等もして、あ

と、パンフレット等も置いて、豊能町の名

前も知っていただくというようなこともあ

わせて行いたいと思っております。ほか、

来年でございますけども、来年には１月１

１日、１２日、これは東京でございますが、

全国町村会主催の２０１４町イチ！村イ

チ！というイベントがございます。それら

のほうにも、東京のほうにまいりまして、

町内の食品会社の方と一緒に「とよのん」

も参加して、豊能町の名前もそこでも売っ

てまいりたいと思っております。またさら

に、２月に入りましたら、万博のほうで、

万博雪祭りというものがあるということで

ございますので、まだ検討中ですけども、

その辺のことも視野に入れて、積極的に町

外にも出ていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  そういうふうにいろいろ考えていただい

ているということは、非常にいいことだと

思います。やっぱりそこはキャラクターだ

け売るんじゃなくて、やっぱりさっきおっ

しゃっていただいたような、なにわの伝統

野菜ですか。高山のゴボウだとか、そうい

うような地元の特産等々も、やっぱり今後

もＰＲしてほしいし、逆にそういうような

ものを今後つくっていくというのも、僕は

一つの考え方じゃないかなというふうにも

思ってます。 

  ただ、今おっしゃっていただいたように

たくさんのイベントがある。これはほとん

どが土日やと思うんですよね。多分今、町

で対応しようとすると、企画の人たちがそ

の土日のあれに出ていかなあかんとなると

思うんですよ。ただ、そうすると、我々、

僕もサラリーマンですけども、土日に仕事

出ると平日休まなあかん。平日休むと仕事

に追われる。多分今後こういうような町の

魅力を発信していく、つくり上げていくと

いう部署の人がそういうようなことになる

と、多分前向きに、もっともっとこうやっ

てやろうというふうなモチベーション高く

やることが難しいんじゃないかなと、僕は

思ってます。今までずっと言ってきました

けども、やはりそういうような町の魅力を

発信する、つくっていくというような専属

の部署を設置する必要が、僕はあるんちゃ

うんかなというふうに思うんですよね。こ

れは前回の１期目のときも、そういうよう

なことを言わせてもらいました。やはりそ

ういうような、町のことを前向きに大きく

発信していく、つくり上げていく部署は、

やはり必要ではないかと、私個人は思いま

すけども、どのようにお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 
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  職員の御心配をいただきまして、ありが

とうございます。 

  確かにおっしゃるとおり、土日のイベン

トが多ございまして、今現在もそういうイ

メージキャラクターにかかわる職員、企画

の職員だけではなくて、中に入る職員は企

画以外の職員も入っておりますので、その

ような職員は代休をとるという対応ですけ

ども、実際、議員のおっしゃるとおり、代

休はとり切れないというような状況で、休

みを返上というのが実態でございます。そ

ういう専属組織があれば、当然、議員のお

っしゃるとおり、うまいこと仕事回ってい

くんだろうなと思うんですが、むしろ活動

母体というのが町とは別にあるべきではな

いかなというような思いもございまして、

そういう、商工会とか観光協会とか、そう

いう、何がよいのかわかりませんけども、

そういう活動母体があって、その活動母体

が対外的に特産品の販売とか、町を売る、

名前を売るということもあわせてやってい

くというようなことが必要かなというふう

に思っております。その専属組織につきま

しては、前向きにそういうものを進めてい

くために必要であるということは重々認識

はしておりますけども、今、職員削減真っ

ただ中ということで、人的に考えましても、

それを今つくるということは困難であろう

かなというふうには思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  だからそういうことなんですよ。さっき

の財政の健全化プラン、それもいいでしょ

う。ただ、そういう削ることばっかりじゃ

なくて、今、豊能町ってほとんど知られて

ないんですよ。僕らどこの会合に行ったっ

て、能勢の人ですよねとか。実際に能勢町

議会議員で紹介されるときもありますよ。

豊能町どこですかって、僕らも説明に困り

ます。結局言うてるのは、能勢の手前です

って言うてるんですよね。そういう実態で

すよ。やっぱりそういうようなことも、も

っともっと町を知ってもらう。僕はそのイ

メージキャラクターのことだけじゃなくて、

やっぱりそういうような町を知ってもらう

ためには、多少のリスクをおかしてでも、

やっぱりそういうものはしっかり考えてい

く。僕は職員の、別に勤務のことを気にし

てるんじゃないんです。そういうことなる

と、逆にそういうようなプラスのことをも

っと創造的にやろうという意欲を割いてし

まうんじゃないか、それが結果的にマイナ

スになるんじゃないですかということなん

です。だから多少、２人、３人の組織であ

っても、それは副町長直轄でもいいですよ。

やる気のある職員をそこに登用して、場合

によったら、それこそ外から人を連れてき

てもいい、そういうようなことをやっぱり

やるべきやと思うんですけど、その辺どう

ですか、町長。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  御指摘いただいていることもよくわかり

ます。ただ、財政も厳しいということもご

ざいます。そういったことも勘案しながら、

やはり今、できれば、専属というのは難し

いかもしれないですけれども、そういった

活性化については、やっぱりこれから当然

考えていかなければいけないと思っており

ますので、今後、今の議員の意見も参考に

しながら検討してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 
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○４番（橋本謙司君） 

  この組織の件もそうです。イメージキャ

ラクターの件もそうですけども、やはりし

っかりとそのビジョンを持って今後取り組

んでいっていただきたいと思うし、こうい

うようなことが、特にそのイメージキャラ

クターがフェードアウトして消えていくこ

とのないように、ぜひとも頑張っていただ

きたいなと思いますので、よろしくお願い

しておきます。 

  次に、自転車駐車場条例の改正について

質問させていただきます。 

  これについては、平成２２年の６月議会

で条例改正の議案が提出され、最終的には

議会のほうで否決したという結果になりま

した。これ以降、この自転車駐車場条例の

改正について、今現状どのように検討され

ているのか、まずお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  平成２２年６月議会に提案させていただ

きましたのは、自転車駐車場を機械化する

と、その上で指定管理者制度を導入すると

いう条例案を提案させていただきまして、

残念ながらお認めいただけなかったという

ところでございますけども、現在につきま

しても、指定管理も含めまして、無人化を

行いたいということで、どのような方法が

あるか模索をしているところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  当時、多くの議員から、今言っていただ

いたように機械化して指定管理者制度する

という活用もあるけども、一方でもう無料

化したらどうやというようなこともあった

と思うんですけども、そのあたりの検討の

状況についてお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  駐輪場につきましては採算性の問題がご

ざいまして、財政的に非常に負担も大きい

ということでございますから、無人化、無

料化、これが一番よろしいということで、

その方法を模索しているというところでご

ざいます。ただ、問題点といたしまして、

ときわ台の場合は地下という構造上、防犯

とか火災予防という観点から、無人化は非

常に難しいのが現状でございます。また、

光風台の駐輪場につきましては、エスカレ

ーターの監視をそこの駐輪場の管理人がや

っているという問題がございまして、これ

も今、無人化について頓挫をしているとい

うところでございます。そして、そういう

無人化が困難ということで、管理人がおる

という状況の中では、今、直ちに無料化と

いうところは困難でございますけども、い

ずれはその、議員の御提案の無人化・無料

化、ぜひとも実現をしたいというとこで検

討をしているところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  そうなんですよ。これ、自転車の駐車場

の運営費、約年間1,１２０万円かけている。

それに対して自転車駐車場の使用料４４０

万円。差引６８０万円の持ち出しですよ。

有人化している限り、この金がずっと出て

いく。さっきおっしゃった地下の問題、光

風台エスカレーターの管理の問題、これに

ついても、これはもともと、前平井議員な

んかは、第２駐輪場を使ったらどうやとい

う話もあったと思うんですね。そのあたり

について、例えば今ある光風台の、川の上
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言うたらあかんけども、第１の駐輪場です

か。ときわ台の地下の駐輪場、あれを閉め

て第２駐輪場を使えないですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  駐輪場については台数が非常にもう少な

くなっておりますけども、ただ、規模を縮

小してもなくすことはできないということ

で、必ず駐輪場は必要であろうというふう

に考えております。また、財政的な面から

無人化・無料化ということは考えておりま

すけども、先ほど申し上げたような課題が

あるということでございます。そのときわ

台の地下の駐輪場を閉めるとか、光風台の

調整池の上の駐輪場を閉めるとかいうこと

は可能ではあろうというふうに思います。

第２駐輪場で台数はひょっとしたら賄える

かなというのは思っておりますけども、た

だ、その地下の駐輪場であるとか池の上の

駐輪場を閉めますと、その後、その地下の

駐輪場を取り壊すであるとか、池の上の駐

輪場を取り壊すであるとか、そういう問題

が新たに発生をしてくるので、無人化・無

料化した場合、ランニングコストは確かに

うんと、今、議員のおっしゃった６００万

円の一般財源、不要になるとは思うんです

けども、逆に取り壊すというか、新たな屋

外の駐輪場を整備するイニシャルコストが

かかってくるのかなというようなことを考

えておりまして、我々もちょっと頭を痛め

ているというところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これ、確かに地下のほうは防犯上の話と

かあるかもわかりません。ただ、今、町の

施設でも取り壊してないのたくさんありあ

すよ。それは多分予算の関係からですよね。

それを考えると、こんな６８０万円。先ほ

どなぜ私が財政再建の健全化推進プランを

一番に言ったかというと、たった１００万

円から４００万円のようなやつがだっと並

んでるんですよ。これ今、７００万円です

よ。効果でいったら圧倒的に大きい。何で

そういうようなものが入ってなくて、あん

なショボショボが入ってるんだということ

を言うために、私はあれをあえて一番に言

ったんです。その辺のやっぱり重みをしっ

かりと考えてやる。せっかく出してもうた

のに、その辺も含めてちゃんと考えてるの

かというようなところが、非常に僕はきの

うあれを見て不安であったし、大丈夫かな

と思った。今おっしゃったように、確かに

取り壊す費用、整備する費用、かかるかも

わからないけども、これはぜひともやっぱ

り早期に検討していただきたいというよう

に思います。やはりこの辺も、住民負担も

仕方ないというタイミングが多分来ると思

いますよ。けども、やはりその点は、この

自転車駐車場だけじゃなくて、あらゆる事

業をやっぱり、財政健全化の視点で真剣に

洗い出すというようなことをぜひともして

いただきたいというように思いますので、

これ以上言いませんけども、ぜひともまた

次の機会には質問させてもらいますので、

ぜひともそのあたりの詳細の検討をお願い

しておきます。 

  次に、光風台駅前の移動手段の確保につ

いて質問をさせていただきます。 

  今先ほども、光風台の駐輪場については、

エスカレーターの監視が必要だから要ると

いう話もありました。これについても金が

かかってるんですよね。以前、私が９月議

会に、当選した暁には聞かせてもらいます

と言いました。エスカレーターの代替検討

会議に提出した検証資料の妥当性等々につ
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いて、やはりしっかりと検証する必要があ

るのではないかというふうに申し上げまし

たが、それ以降、エレベーターも含めて、

その辺の検証結果はどうなったのかお聞き

します。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず、この前の御意見もございまして、

ただ、もう一度、光風台駅前エスカレータ

ー代替案検討会議における報告書を再度見

直しまして、これはやはり１２回にもわた

る議論なされて、代替案についてもエスカ

レーターの更新、エレベーターの設置、路

線バスの再編によるバスの活用、こういっ

たことについても一定議論されて、こうい

った結果、住民のニーズはエスカレーター

であるというような結論に至っているとい

ったことが確認させてもらったということ

でございます。 

  もう１点、また、じゃあ今現在の地元の

方はどう思っておられるのかということに

つきましても、先ごろにも、両自治会長か

らも要望書、こういったことも提案されて

おりまして、地元の意向もエスカレーター

の更新ということもございました。そうい

ったことから、それと、私もこれ、選挙出

ましたとき、エスカレーターの更新という

ことを公約に掲げて、皆様の御支持をいた

だいて当選させていただいたということも

ございまして、住民の方もエスカレーター

を望まれているというふうに私は理解して

おります。ですので、今回、検証にいたし

ましては、以前の報告書、こちらで、私と

しては十分であるということで判断させて

いただいて、エスカレーターについて進め

てまいりたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  多分町長、そうおっしゃると思いました

よ。ただ、報告書、エスカレーター廃止計

画は５年延長されることとなり、検討会議

が結論を出すのは時期尚早との判断で一致

し、結論を出さずに終結することとなった

のであると書かれてます。何も結論じゃな

いですよ、これ。しかも、町長は住民の総

意や、総意やと言うてはるアンケートの結

果、これはただ単に平成２３年６月１５日、

新光風台自治会継続協議委員会が、エスカ

レーター廃止を前提にとられたアンケート

ですよ。僕は、何でここまでこだわるか。

僕はある住民の一人に言われた。あんたは

勉強してない、何も知らんって言われた。

しっかり全部読みましたよ、これ。こんだ

けの報告書。しかもエレベーターの会社、

エスカレーターの会社へ僕は行って聞いた。

ほんまにどうなんやと。これ例えばほんな

ら、この中で検討された、私が言ってるの

は、住民が言ってるどうこう関係ないんで

すよ。町の行政の仕事として、そんな検証

すらせずに本当に改修することがいいのか

ということを聞いてるんですよ。この中に

入っている資料、エレベーターとエスカレ

ーターの検証比較、確かに何人乗りとかは

されてない。ざっくりされていますよ。こ

れざっと２０年間のライフサイクルコスト

でいけば、約３億円ぐらいエスカレーター

のほうが高い。そういう現状もわかって、

本当にこのエスカレーターのこのアンケー

トの結果になりますか。しかも、この検討

会議の中身、１２回やられたけども、エレ

ベーター、エスカレーター、ほとんどされ

てない。職員の給料が高い、議員の給料が

高い、どないなってんねやと、親切丁寧に
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財政の報告までしてもうてる。そこの検証

までしたような検討会議が、３億円も高い

エスカレーターをつけろと言ってる。僕は

それは絶対許されへん、議員として。それ

を黙って見過ごす議員なんて、議員要らな

いですよ。やっぱりこれ、僕、何でここま

で言ってるか、そこをよくわかってほしい

と思う。町長の公約と町財政、どっちが大

事ですか。お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  一つはこれ、私の公約でもありますし、

また、今回、新光風台の自治会が町議会議

員予定者に行ったアンケート、こちらにつ

きましても、これお話聞いておるんですけ

れども、投票された１４名の議員のうち１

１名がエスカレーターは必要であると答え

られ、少なくとも９名が早期更新を表明さ

れているといったことも聞いております。

また、今回、公約の中でも、多くの議員の

方がエスカレーター更新ということを掲げ

ておられたということを私は認識しており

まして、これは必要だというふうな認識を

しております。ですので、もう一つは、エ

スカレーター、エレベーターの話ですけれ

ども、やはり住民の方が使いやすい、住民

の方にとってやりやすいということで、今

回選ばれたと思っております。というのは、

エレベーターであれば垂直だけの移動です

が、エスカレーターであれば、水平の移動

もできると、絶え間なく運べるといった議

論もありまして、これはやはり住民にとっ

ては選ばれたというふうに私は認識してお

りますので、やっぱり使えるという意味で

は必要だということで認識して、今回、エ

スカレーターということで考えております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これね、僕言ってるでしょう、だから。

これは何が問題かというのは、そういう検

証もせずに政治的な決断をすることが正し

いかということですよ。僕なら絶対そんな

ことできない。きっとそこは検証して、も

しそれが誤っているのであれば、それはそ

れでしっかり住民に説明してやる。仮にエ

スカレーターでゴーするにしても、そのバ

ックを持って、ある程度の論理立てをした

うえで進めるというのが普通じゃないです

か。僕は、それが行政の仕事としてやり方

がまずいと言ってるんです。確かにこの会

議の中でもやられた。エスカレーターのほ

うが搬送力高いですよ。僕、エスカレータ

ーの会社に聞いた。あれは何人規模か。１

時間に3,０００人運ぶ規模ですよ、あれ。

実際あの駅でこの結果を見たら、最大でも

１時間１８７人。それであれば１５人のエ

レベーター２つつけたら、十分クリアする

じゃないですか。コスト的にも十分それで

も安い。ランニングコストも安い。それや

のに何でエスカレーターになるか。それは

どう考えても、みずからが言った公約だか

らとしか、僕、思えないと思いますよ。や

っぱりそこは、何ぼ自分が言ったことであ

ったって、公約は町長が素人のときにやっ

たことですよ。いざ自分が行政の長になっ

て、実際の中身を見て、職員の話も聞き、

その辺を見ていったら、どっちがいいか。

何でほんなら検討しないんですか。仮にエ

スカレーター、何でエスカレーターになっ

たか。僕は、これはもう前町長が廃止やと

いうことを言い切ったから、それを残して

くれということの一つのあらわれの意思や

と思いますよ。これが、今、僕がお伝えし
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たように、例えば本当にエレベーター２台

つけたら、待ち時間ほとんどなしでいける

んです。エスカレーターとエレベーターを

やろうと思ったら、エスカレーターで数億

円、エスカレーターのほうが高いんです。

次期の更新まで考えたら、相当高くつく。

それでもエスカレーターですかって言った

ら、僕、そんなこと言わないと思いますよ。

ここまでの、しっかりと町財政のことを考

えていた人たちですよ。その人たちがやっ

たことやのに、そんなこと絶対言わないと

思う。このままいったら住民のエゴになり

ますよ。さっき言いはった。ここの中の町

議会議員のほとんどが賛成した。僕は違い

ますよ。僕はエスカレーター等ってあえて

入れた。それはエレベーターもありきやと

思ったからです。けどこれは、このままい

ったらどうかわかりませんよ。僕は最終的

には当然、議員の良識に委ねるべきやと思

いますけども、ほとんどの人がそういうこ

とを知ってるはずですよ。３億円高いけど

も、みんなはやるって言ってる、僕はそう

じゃないと思う。そんだけ高いんやったら、

エレベーターのほうが絶対いい。これから

のバリアフリー、高齢者、例えば万が一財

政の再建団体になったとき、エスカレータ

ーやったらとめられますよ。エレベーター

はとまらない。それは、エスカレーターは

ぜいたく品だから。エレベーターはしっか

りと、やっぱりそういうような福祉の観点

で要るからですよ。そういうようなことも

考えて、僕は絶対やるべきやし、そういう

判断をすべきやと。仮に判断が間違っても、

その間のプロセスはしっかりとやっておか

ないと、僕は行政として問われると思いま

すよ。その辺どうですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  こちらにつきましては、繰り返しになり

ますけれども、当時これ、代替案検討会議、

こちらの中で職員も、住民の代表の方も一

定議論をして、私はその中でエスカレータ

ーが要るというふうな話を、出てるという

ふうに理解しております。 

  それと、やはり使える、使いやすいとい

うことというのは最優先に考えた場合に、

やはり住民の方はエスカレーターというふ

うに選んだというふうに私は理解しており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  確かにこういうような検討会議で委ねて

出た結果、それも大事ですよ。最終的な政

治判断で決めるのはあなたや。それを、自

治会のせい、議員のせいにしたら絶対あか

ん。そこをしっかりと、やっぱり考えない

と、それが政治判断ですよ。住民が言って

るから、自治会が言ってきてるから、議員

の大方が言ってるから、そんなん政治判断

じゃないよ。そこはやっぱり、ようよう考

えなあかんし、しっかりとその辺は詰めな

あかんと思いますよ。 

  きっと、次これ予算で出てくる、３月ね。

このまま検証も何もせずにいったって、多

分、誰も議員、賛成できないですよ。何で

そんな高いもんやるんやと、僕が言ってる

ことはほんまかと。僕もこれは当然聖地じ

ゃないですよ。ただ、大体エスカレーター

の会社、エレベーターの会社に聞いたらそ

ういうことを言ってる。例えばこの会議の

中でも出た、聞きましたよ。密室になるか

ら危ない、地震のときに危ない、それも調

べた。地震のことだって、平成２１年の９
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月には建築基準法の改正があって、もうそ

れ以降の設置するエレベーターについては、

地震時管制運転装置の設置というのが義務

づけられてるんですよ。それはしっかりと

そういうふうな、Ｓ波、Ｐ波という地震で

発生するものもしっかりと、初期振動も初

期微動も感知してとまり、最寄りの階にと

まるというふうな制限もちゃんと組まれて

るんです。しかも、暴漢者等危ないと言う

てはった、密室やから危ない、そういうの

についても防犯カメラをつけ、しかもそれ

がちょっとの暴れたような振動で感知し、

そういうような危険を知らせる、そういう

こともある。確かにゼロにはならへんかも

わからへんけども、多分このときに検討さ

れたようなこととは、多分、全然今は時代

が変わってますよ。もう今、特にこれ２年

前の話。やっぱりその辺も含めてしっかり

と検証すべきやと思いますよ。それがどう

だからどう、それは言いませんよ。最終的

には政治決断もありでしょう。けども、多

分、今このまま検証なしでいきますってい

うのは、きっと、どれだけの良識ある議員

がおるかわからへんけども、普通の議員や

ったら通さないですよ、そんなもん。そん

な、自分が公約で言ったから、自治会が言

ってきてるから、議員のほとんどが公約で

挙げたから、それはないと思いますよ。こ

れについては、絶対にしっかりとやらなあ

かん。これは僕が言って、行政の仕事とし

てはどうですかっていうことも９月議会で

申し上げた。確かにあのとき町長は余りわ

かってなかったから、副町長が業を煮やし

て答えられた。そのときはいい答弁されま

したよ。行政の仕事としてはせなあかん。

結論は別ですと。それはそうやって。僕は

絶対エレベーターにせいと言ってるわけじ

ゃないですよ。エレベーターのほうが僕は

ええとは思うけども、今後の町を考えたら。

けども、行政の仕事として問題があるんじ

ゃないかとも思うし、きっとそういうやり

方ではこの、今さっき掲げられた、こんな

財政健全化プランなんかも、きっとできな

いですよ。さっき福岡議員もおっしゃった。

僕もずっと思ってる。人は人のために動く

んですよ。町長が公約を挙げたからって何

も曲げない、そんなんじゃ、職員、多分つ

いてこないですよ。そこはしっかりとした

政治判断というのは、やっぱりそれなりの

裏づけがあってやらないと、ただ単に自分

が言ってきたからというのでは絶対あかん

って。その辺はやっぱり、しっかりと考え

てやるべきやというふうには思うし、最終

その結論は３月議会で出るだろうし、３月

の予算で出るだろうし、しかもその後の１

０年、２０年後、我々の子ども、孫の時代

が、何でこんなエスカレーターにしたんや

ということに、僕はなると思う。やっぱり

その辺も含めて、しっかりと僕はすべきや

と思ってますよ。 

  あえて、僕は質問せずに、何でこんだけ

時間引っ張ってるか。多分質問しても同じ

答えだから。それやったら自分の思いを述

べるだけのほうがいいと思って、僕はずっ

としゃべっています。やっぱりその辺も含

めてしっかりと、政治家である以上、この

町のトップですよ。その辺の自覚と責任を

持って、住民が言ってるから、議員が言っ

てきたから、そんなんどうでもいいって。

最終的には自分がしっかりと、こういう裏

づけのもとでこうやるんだということを、

やっぱりぜひとも説明してほしい。町長は

ずっとそうや。自治会が言ってきた、検討

会議が言ってきた、それも大事。それを最

終的には全部飲み込んで、最終的な判断を

するのはあなたですよ。その辺もしっかり

と、やっぱり肝に銘じて、ぜひともやって

ほしいし、私自身はやっぱり３月の予算議
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会というのは非常に楽しみにしている。副

議長の立場でこういうことを言うのはまず

いかもわかりませんけども、しっかりこれ

からやっぱり頭に入れて頑張っていただき

たいということを願いまして、終わらせて

もらいます。 

  ありがとうございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後２時３５分といたします。 

（午後２時２２分 休憩） 

（午後２時３５分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永並啓議員を指名いたします。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ９番・永並啓です。イノベーションとよ

のとして質問させていただきます。 

  まず、町政全般についてですが、午前中

からも、永谷議員、井川議員のほうからも

質問ありましたけど、ワクチンの、有効期

限切れのワクチンを接種したという問題に

ついてです。このことについて、あと１点

だけ確認させてください。ワクチン名を間

違ってきたということはないんですね。そ

れだけお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  大きな声でお答えさせていただきます。 

  それは全くありません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それは当然だと思うんですけど、なぜこ

ういうことを聞くかというと、有効期限っ

てワクチン名の真下にあるんですよ。ワク

チン名を見ているということは、期限見え

るんですよ。私もついてってますから、先

生が見せてくれるんです。有効期限とワク

チンこれですよって。民間の病院ならあり

得ないことが起こってるわけですね。先ほ

ど、中井副町長おっしゃられましたけど、

これは職員の意識の問題だということをお

っしゃられました。確かにそうです。マニ

ュアルができていても、結局ちゃんと守っ

ていなかったんですね。それではお聞きし

ます。この問題が発生した。マニュアルが

あったにもかかわらず発生した。じゃあほ

かの、豊能町内にあるほかの部署の方たち、

いろいろ業務をマニュアルに沿って実行さ

れますね。そうしたら確認はされたのかお

聞きします。お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  町全般にわたる、そういうマニュアルの

確認ということでございます。これにつき

ましては、町長のほうから朝礼で訓示をし

て、そういうミスのないように再度確認を

徹底するようにという訓示を、町長から全

職員にしたというところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ぜひとも、こういった問題はもう二度と

起こらないように。この問題というのは、

他市町村に住んでいる若い世代に非常に不

安を与えるんです。どうしても、都会に住

んでおられる方というのは、町というのは

いろいろな施設において何か劣ってるんじ

ゃないか、大丈夫かとか、そういう意識っ

て持たれてるんですよ。こういった診療所

が、町が管理している診療所において、有

効期限切れのワクチンが豊能町では打たれ
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てましたということが出ると、やっぱり町、

大丈夫かというような問題が、そういう意

識を持たれるんですよ。だからこそこうい

う問題は徹底して管理して、今後二度と再

発させないように。木田部長もおっしゃら

れてましたけど、そこを念押しして、この

質問は終わりたいと思います。 

  続きまして、田中町長になり、もう１年

３カ月経過しました。私は、そろそろタウ

ンミーティングなり、住民の皆さんにいろ

いろ、これまでの報告なりをすべきじゃな

いのかなと思うんですが、それをされる御

意志はございませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  これまで、住民との協働のまちづくりを

進めるに当たりまして、行政と連携を図り

ながら地域で活動を進めておられる団体の

皆さんからの御意見をお聞きし、そうした

団体の皆さんと協働でまちづくりを進めら

れないか、その可能性について検討するた

めに、今年度は福祉の分野で地域に根差し

た活動を進めておられる地域福祉委員会や、

ボランティアとしてさまざまな分野で住民

の皆さんの支援を行っておられるボランテ

ィアグループの皆さんと意見交換を計７回

にわたって実施させていただいたところで

ございます。 

  今後につきましては、広く意見を求める

というよりは、テーマとか対象を絞って意

見を求めて、どういったこと、形になるよ

うな形で、テーマ、対象を絞ったような形

での意見を求めるようなタウンミーティン

グみたいなことはやってまいりたいという

ように思っています。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  やはり町長は住民から選ばれた、政党の

直接的な支持がなく選ばれたわけですから、

私はもっと積極的にタウンミーティングな

どを開催していただきたいと思っておりま

す。 

  若干ここでダイオキシン問題のことも入

るんですけど、若干違和感を感じるのは、

広報などでは説明をしています。でも説明

会は実施されない。この違いというのが、

私には若干理解できないんですね。広報で

説明するのであれば、いろいろな会場を使

って、直接の対話での説明会をすればいい

と思う。それはタウンミーティングでも同

じです。いろいろなことを言われるかもし

れない。でもそれを繰り返すことによって、

ダイオキシンについて言えば安全性という

ものが徐々に伝わっていく。何も言わない

人というのは、安全性についてそれなりに

理解されているからです。しかし、情報と

いうものは怖いもので、新聞報道なりテレ

ビでも報道された。じゃあそれしか知らな

い人というのも、現実にいはるわけですね。

そうしたら、その人たちにとっての説明、

聞く場というのを、私は行政の説明責任と

して準備していく必要が、説明会を開催し

ていく必要があると思いますが、その点に

関してはいかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  こちらにつきましては、先ほど来から答

弁させていただいているとおり、まずは全

戸配布ということで、１２月号の中で説明

は一定させていただいたということと、そ

れと個別に連絡があれば、それは個別で対
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応させていただいているところでございま

す。また、いろいろな方の御意見とか聞い

た中でいきますと、それぞれオープンで説

明会を開くというよりは、そういった御要

望というのも少ないふうに、私としては受

け取っておりまして、今は、私は個別で対

応させていただきたいと。このダイオキシ

ンにつきましては、保管ということについ

てはこれまでどおりきっちりと保管します。

保管が安全にできるということについては、

これは間違いなくやってまいりますので、

そういったことについては御心配いただか

なくて結構なように頑張ってまいりますの

で、そのあたりは御理解いただいて、安全

管理には万全を期してまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ちょっとダイオキシンのほうが、説明会

のところで入ってしまいましたけど、また

町政全般のほうに戻したいと思います。 

  これまで何回にもわたって、私は町長に

将来ビジョン、豊能町の具体的な将来ビジ

ョンというものを出してくださいというこ

とを求めてきました。その都度町長は、今

はヒアリング中だから、常にヒアリングし

てます、ヒアリングしてます。私は本来、

トップというものは最初にこうあるべきだ

という方向性を示す、そしてその方向の具

体策、細かいところを職員が考えるべきだ

と思ってますが、これまでプロジェクトチ

ームで何度もヒアリング中ですということ

をおっしゃられました。どんなプロジェク

トチームをつくって、どういう具体策が出

てきたのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  プロジェクトチームの件でございますが、

プロジェクトチームにつきましては、町長

が設置されましたチームは５つございます。

一つは、今後の役場等施設のあり方検討プ

ロジェクトチーム、以下ＰＴと言わせても

らいますが、二つ目には戸知山の活用ＰＴ、

三つ目には妙見口駅前整備計画のＰＴ、そ

れから地域利用限定の高齢者向け住宅建設

の可能性を探るＰＴ、それから五つ目に、

空き家・空き地対策のＰＴという五つのＰ

Ｔを設置されました。 

  それぞれのＰＴの中身でございますが、

今後の役場等施設のあり方ＰＴとしまして

は、各施設、全ての施設を対象に検討した

というようなＰＴでして、どのようなあり

方がよろしいかというものを話し合ったも

のでございます。 

  対象としました施設は、ふれあい文化セ

ンター、老人憩いの家、永寿荘、豊寿荘、

吉川保育所、保健福祉センター、町営住宅、

国保診療所、ひかり幼稚園、ふたば園、公

民、図書館、ユーベルホール、シートス、

郷土資料館、本庁、支所、水道事業所、駐

輪場、駐車場等を対象に検討してまいった

ところでございます。 

  このまとめにつきまして、一部は、今度

策定いたします財政健全化推進プランにも

反映をしてまいりたいというふうに思って

おります。 

  次の、戸知山の活用ＰＴでございますけ

ども、この戸知山の活用方法の検討という

か整備に伴いまして、規制がいろいろとあ

るということで、そういう規制あったとし

てもできるものはないかということで、い

ろいろな案が出まして、それら案を一つ、

二つ申し上げますと、グラウンドとか、あ
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とは貸し農園とか体験農園、ミニトレイン

の運行とかいうようなものがいろいろ出ま

して、それらを複合的に活用していこうと

いうようなまとめをＰＴとしてはしたとい

うところでございます。 

  妙見口の駅前整備計画のＰＴといたしま

しては、妙見口の駅から北側のほう、ハイ

キング道路等の沿道にスーパー銭湯を整備

してはどうかというまとめをしたところで

ございます。 

  それから、地域利用限定の高齢者向け住

宅の建設の可能性を探るＰＴ、これにつき

ましては、サービス付高齢者向け住宅、こ

れについて検討いたしまして、これは住

民・事業者ともに需要が高いということか

ら、地域限定ということでございますけど

も、町内に建設するということは可能であ

るという結論を得たというところでござい

まして、また、民間事業者の参入意欲もあ

るということで、そういう誘致も期待でき

るというようなまとめをしたところでござ

います。 

  それから最後に、空き家・空き地対策の

ＰＴ、これにつきましては、不動産業者の

ヒアリングも含め、また、けさ申し上げま

したけども、空き家の実態の調査等もした

上で、地縁のある人、要するに親御さんが

こちらにお住まいであるとか、そういう地

縁のある方をターゲットにした呼び込み、

それから定住化をそういう方にしていただ

くということが必要であるし、あと、町並

みのリニューアルを促進してストックの価

値を高めることであるとか、あとはさまざ

まな世代の方、また、ライフスタイルに対

応できるような物件の多様化、今、一戸建

てしかないものを、一戸建て以外の物件も

要るのではないかと、そういう多様化を促

すということ、それから交通の便を高める、

生活施設利用の維持向上を図るということ

の対策が必要であるというようなまとめを

したところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ぜひとも早急に、それらをもっと個別に、

タイムスケジュールを含めて具体的にわか

るように、今のままじゃこの１年、豊能町

は将来どういった町になるのか、箱物につ

いてはどういった活用をされるのか、そう

いったものが示されない状態でした。それ

をぜひとも早急に示していただきたいと思

います。ぜひともそれはよろしくお願いし

ます。 

  そこで、続きまして、空き家の対策とも

つながりますけども、来年、消費税増税が

決まっております。町長はそれまでに何ら

かの対策をしたいというふうにおっしゃら

れていましたが、その対策をするのであれ

ば平成２５年度予算ですべきことでしたが、

その予算にはそういったものは含まれてお

りませんでした。平成２６年度に向けてど

のような対策をするのか。大手の不動産会

社、この４月・６月期においては過去最高

益、５社のうち４社が過去最高益を記録し

ているほど、不動産業界というのは活発に

動いているんですね。豊能町の不動産は余

り動いてないんですけど、それをどのよう

に活性化させていくのか、案がありました

らお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおり、豊能町内の不動産に

ついては、非常に厳しいという状況にある

ことは間違いございません。不動産を新た

に求めるという方につきましては、通勤の
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利便性であるとか、生活施設の充実、これ

らを重視しておられるということは間違い

ございません。不動産業者の方々に聞いて

みますと、町内の住宅地は大体平均６０坪

以上あるんですけども、その土地の広さが

広過ぎるということで豊能町を敬遠される

という方が多い。それから、町並みが古い

ということも敬遠されるという状況にある

というふうに聞いておるところでございま

す。 

  それから、先ほどもちょっと申し上げま

したが、豊能町の土地を購入、住宅を購入

される方は、親が住んでおられるとかの地

縁・血縁、そういうものが理由の方が一つ。

もう一つの理由は、価格が安いということ

が理由と、その二つの理由で豊能町に転入

をなさるという方が多いということも不動

産業者の方から聞いているところでござい

ます。したがいまして、短期的にはそうい

う地縁・血縁、親元に住みたいというよう

な方を呼び込むような施策を打ってまいっ

て、そういう方の定住のきっかけづくりを

行うということ、それから住みかえ支援機

構においては空き家の活用ということ、紹

介とかいうことをしておりますので、そう

いう住みかえ支援機構の活用とか、未活用

案件の増加を防ぐなどの不動産流通の活性

化を図っていきたいというふうに思ってお

るところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  そういった調査って、私も四、五年前に

しましたよ。ここでも説明しましたよ。ス

ピード感というものがかなりないですよね。

そのときも、川西市、近隣、豊能町だけじ

ゃないですよ、私、行くところは。川西の

不動産も行きましたよ。豊能町にどういっ

た人が、豊能町の不動産を聞かれますか。

もう知り合いがいる人ってすぐ答えられま

すよ。１日でわかることです。それを、四、

五年たった今でもそういったことでの対策

をとろうとおっしゃられる。かなりスピー

ド感、全然ないんですね。やはりもっとス

ピード感を持って動かないといけない。や

はり豊能町に、来年ですよ、消費税増税と

いうのは。その間に何らかの手当をしない

といけないと思いますけども、そういった

スピード感を持った対応とかはとっていか

ないのか、お聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  確かに、今、私が申し上げた対策、親元

に住んでいただこうであるとか、住みかえ

支援機構の活用であるとか、そういうもの

はまだ、今、実際にはできていないという

ところでございますので、スピード感を持

ってということでございますけども、来年

度から新たな、何か制度が構築できたらな

ということを考えているところでございま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  若干、次の企業誘致とも質問が絡むんで

すけども、私は企業誘致を進めるに当たっ

て、町長にはトップセールスとして、企業

のトップに会っていただきたい。そしてこ

ういった不動産に関しても、直接、企業の

トップに会って、例えば豊能町の不動産、

豊能町で不動産を建てると、豊能町が幾ら

かの割合でも負担しますとか、そういった

話し合いをトップと会ってしていただきた

いということをおっしゃられました。でも

それを言ったのが４月ぐらいですかね。で

も町長は９月においても、私はチラシをつ
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くって、それを住宅展示場にＰＲしてます

ということを堂々とおっしゃられるんです

よ。私は、それは町長の仕事じゃないと思

ってるんです。それは職員の方がすればい

い。職員の方が住宅会社のところに行って、

社長になんて会ってくれませんよ。でも町

長なら会ってくれるんですよ。なぜならそ

ういった権限があるから。町長は町長の仕

事をしていただきたいんです。社のトップ

に会っていろいろな話をつけてきていただ

きたい。豊能町で家を建てるのであれば何

らかの補助をしますとか、そうしたら新聞

にも掲載されるかもしれない。町長、最初

おっしゃってましたやん。プレス発表をし

て、して。何か出ましたか、豊能町、いい

ことで。何か箕面市どんどん出てますよね。

つい先日も循環型社会のような形で、箕面

市一面に出てましたよ。やはりもっとそう

いったトップセールスということをしてい

ただきたいと思いますが、町長いかがです

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  トップセールスといいますけど、前回も

私、先ほど言いましたように、住宅展示場

だけという話ではなくて、いろいろな方と

はお話ししたとは言っております。それと、

あれからもまた、社長という意味では、不

動産屋さんの、不動産業界の社長さんであ

るとか、あとは今、自然農法、そこでまた、

今まさに大阪市内でレストランを営みなが

ら農業もやってはると、そういった方とも

お話とかは、今、させていただいていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  だから、町長という権限を持てば、もっ

と、住宅ホームの会社の社長とも会えるん

ですよ。この近隣でも大会社ありますやん。

ダイハツとかいろいろなところ、車やった

ら仕事の、豊能町の企業誘致のことで言え

ば、いろいろな会社、周りにありますやん。

そこに話に行けるんです。それは職員では

行けないんです。町長が住宅展示場とかへ

行ったら、職員は何するんですか。町長は

もっとそういったところで話をつけてきて、

あとの細部を職員に任すとか、そういった

ことの体制をつくっていただきたいんです。

もっといろいろな、そういう、わかります

よ。個人的に不動産会社を営んでいる方、

会うのもいいですよ。でもそれで、なかな

か活性化にはつながっていかないと思いま

す。だから僕はもっと、大々的に豊能町を

ＰＲするのであれば、１軒豊能町で家を建

ててくれたら、このメーカーでタイアップ

してくれたら、豊能町、１００万円ぐらい

の補助を出しますとか、そういったことを、

一部企業の大企業と協力してやっていただ

くということが必要だと思うんです。そう

しないと、来年の消費税増税、これ終わっ

たら一時は不動産停滞しますよ。豊能町ま

すますにぎわいなくなりますよ。だからそ

ういったトップセールスをしていただきた

いと言っているんですが、そこら辺は理解

していただけないですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  企業誘致、そしてまたトップセールスと

いうことですね。同じ役割を担わせていた

だいているのかなということで、御答弁さ

せていただきます。 
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  言っていただいているとおりでございま

して、やっぱり我々だから対応していただ

ける会社の役員さんっていらっしゃいます。

一つや二つじゃなくて、今かなり大手と言

われるところまでお願いに上がっておりま

す。社長ではありませんけれども、お願い

に上がっております。結局、今ここで、具

体にこんな成功例が出てきましたと申し上

げれないのは、やはり今そういう消費税の

問題もしくはうちの町の利便性、決して悪

くないと皆さんおっしゃるんです。にもか

かわらず、そこまで今、手が伸びませんね

というのが、残念ながらいただいている答

えです。それには確かに会社の中でいろい

ろな手続を踏んでいただいて、お答えを出

していただいていますので、数カ月、お答

えをいただくのに時間かかっているような

ところあります。ただ、一流と言えるのか

どうかわからないですけど、うちの子会社

で、例えば、ひょっとしたら何とかなるか

もしれませんということで、また次、御紹

介をいただいて、今、話が進んでるという

ふうなこともございます。こういうエデュ

ケーションをいただきながら、なかなかう

まく話が進んでないというのは、非常に

我々としてもつらい思いでございますが、

何とか一つでも二つでも、規模も大きいの

から小さいのまでいろいろありますけども、

実現できるように頑張っていきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  わかりやすい答弁ありがとうございます。

ぜひともそういった形で進めていっていた

だきたいと思います。 

  それでは次に進みたいと思います。 

  続きましては、町長、公約に関して数値

目標などは設定されないのか、これも何回

か聞いておりますが、しないということで

すが、やはりされないのか、再度御確認し

たいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、何度も申してお

りますけれども、まずは所信表明で４年間

のお話、書かせていただきました。また、

毎年については、毎年度、毎年度、政策方

針ということで、予算もいただきながら具

体的に進めているということが目標だと思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  だから私は、それに、今のままの、読み

ましたよ。方針も知ってますよ。でもそれ

は、努めます、全部努力目標みたいな感じ

なんですね。やはりトップにいる方は、常

に何％成長させますとか、企業の場合です

よ、そういったことを挙げるんです。別に

それができなかったら、それはまた結果反

省ということですよ。でも最初に、定住化

を進めるために人口減の割合をこれだけ減

らしますとか、そういった目標は、私は掲

げるべきだと思う。町長、今、職員の皆さ

んに対しては目標管理、目標を設定しなさ

いとおっしゃられてますね。 

  それではお聞きします。イメージキャラ

クター、１００％の投票率、これも目標を

設定したと思います。それが結果として１

０％に満たない、一桁の投票率でした。そ

うしたら、目標を設定したが、その結果、

その結果を捉えてどういうふうに対策なり、
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ペナルティとかいうのは与えるのか。どう

いう形で考えているのかお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  まず、１００％というのは、これは１０

０％を目指すと、頑張るというような意気

込みで、まず答えさせていただいたという

ところでございます。ただ、それについて、

確かに投票率が低かったということは非常

に残念な結果だったと思っております。で

すので、今からできることということでい

けば、例えば職員が一丸となって、今とな

ってはイメージキャラクターを売り込んで

いくということになりますので、先ほど、

一丸となってやるという意味では、例えば

名刺に刷り込むとか、もしくは私、今、申

しておりますのは、年賀状なんかにイメー

ジキャラクターを入れるような形ができな

いか。もしくはそれをホームページでアッ

プして、誰でも使えるようにできないかと

いうようなことも、今、検討しているとい

うことでございまして、要は、ゆるキャラ、

投票率が低かったということ、でも最終的

にはゆるキャラの知名度というか、豊能町

を売り込むということを、どんどん考えて

いかなあかんということなので、今言った

ような形で、豊能町の職員、また町民の方

もみんなで一丸となって、イメージキャラ

クターを活用していただけるような、そん

なことを、今、検討したいと、検討してい

こうということで考えておりまして、一丸

となった形で豊能町を売り込んでいきたい

というように思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  別に、１００％なんて絶対無理なんです

よ。でも１００％を目指すからこそ、やは

り１００％というのであれば５割、６割と

いうのは、そこら辺なら合格ライン与えら

れますよ。でも１０％未満というのは、あ

れってなりますよ。意気込みだけ、予算の

ときあんだけ言って、予算、私は修正かけ

ましたけど、そういったことを言ったのに、

じゃあ実際１００％を目指す対応をとった

のかなって聞いたら、余りとってませんよ

ね。投票率が悪かったというにもかかわら

ず、何もしなかった。やはり悪かったので

あれば、もうちょっとでも投票率を上げな

いかんから、いろいろなところへ出向いて

いって、戸別訪問して、こんなんやってる

んですよ、投票してくださいよということ

を職員が動くようなことをしないといけな

い。でもそういった意識が感じられない。

それは、私は、町長が導いてあげる必要が

あると思いますよ。だって行政の職員とい

うのは、今までと同じような体質できてる

わけです。それを違ったところから入った

町長が、こういうやり方もありますよとか、

そういったふうに引っ張っていかないと、

全部任せてたら何も変わらない。全て、先

ほどの橋本議員の質問でもそうですけど、

今後、これから、全部そうなんですよ。や

ったけども、全て今後気をつけますって。

だって、今度イメージキャラクターの選挙

なんていつやるんですか。ほとんどしない、

しないでしょう。そうしたら今後がないの

に、今後とかよく言われるんですよ。そう

したら、似たような事業というのはいっぱ

いあるんですよ。そこを常に反映していか

ないといけないと思いますよ。そのために

も、私は、職員に働きやすい環境というも

のを提供するのであれば、うまくいったと

きはほめて、何らかの賞与を与える。でも

しかし、うまくいかなかったときは何らか
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のペナルティを与える。こういった評価制

度が私は必要だと思いますけど、目標管理

というものは、単に目標を設定するだけで

すか。それができなかったときどうされる

かお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  今、目標管理の話ですね。今回、今年度

初めて目標管理導入いたしましたので、こ

れにつきましてはそれを見ながら、今後ど

ういった形で反映していくのかということ

は早急にまとめてやってまいりたいと思っ

ておりますし、先ほどのイメージキャラク

ターの話も、当然、選挙というのはもう終

わってます。だから、これから売り込むと

いうことが大事だから、売り込むというこ

とについて、今、言いましたように、一丸

となってやるためには、例えばそういった

年賀状とか、そういったことで検討したら

どうかとかいう話をさせてもらったという

ところなので、今、申しましたように、目

標管理についても、これから活用について

は早急に考えてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  そういう仕組みって最初につくっておか

ないと。だって目標を設定してるんでしょ

う、今年度から。それで、結果的に悪かっ

たらどうなる、よかったらどうなるという

のを、今から考えてちゃだめでしょう。だ

って最初につくる段階で、目標管理こうし

ましたよと。それ達成できたらこうですよ

と、できなかったらこんなペナルティあり

ますよ、それがわかるから頑張れるんじゃ

ないですか。何で、目標をつくりました、

達成できたときとできなかったとき、これ

から考えますというのは、むちゃくちゃじ

ゃないですか。それは最初に決めて職員に

伝えるからこそ、その目標を掲げたことに

向かって全力で取り組めるんじゃないです

か。このままじゃ給料減らされる、目標を

達成できない、じゃあもっと頑張らな、そ

ういったことになるんじゃないですか。私

はそういうことは最初に決めておく必要が

あると思いますけど、本当に早急にそれは

決めていただきたい。いつまでに決めます

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず、目標管理につきましては、豊能町

が一般の職員からトップまで一直線に目標

を共有して、それぞれの職場で共有してい

くと、まずそれを目標に掲げたということ

で、今回導入したことです。これがまず第

一の目標ということで掲げたと。今、永並

議員からも、そういった話もありましたの

で、その目標をどう評価するかというか、

まず目標はそれぞれの部署、人、町が進ん

でいる方向、そういったことを共有する、

その方向性をきっちりとみんなで共有する

ということが大きな目標ということで、今

回、今年度導入させていただいたところで

ございますので、その活用についてはこれ

から検討をさせていただきたいというふう

なことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ４年しかないんです、任期。もう１年た

ってもやっぱりまだ、これから、これから
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とかなんです。やはりもっとスピード感を

持って。だって目標管理して、それってす

ぐできることですよ。今聞いたら、目標っ

ていっても、何か一丸となってやる目標を

掲げました。それは目標管理とは大きくか

け離れますので。 

  そうしたら一つ、もう１個提案です。人

事評価に関して、多くの企業では、今はも

う上からの評価だけじゃなく、下からの評

価、多面的な同僚からの評価、いろいろな

多面的な評価を取り入れているところもあ

ります。それを豊能町で実践するつもりは

ないですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  職員の評価、勤務評定の問題でございま

す。先ほど町長が、目標管理制度は今年度

からということを答弁なさいましたけども、

個人の目標管理制度は最初、平成１８年１

０月から試行していますし、平成１９年度

からは本格実施しておるんですけども、そ

の最初から個人の目標管理制度は導入して

おります。町長が先ほど答弁いたしました

のは組織目標、これは今年度から初めて導

入をしたということでございます。 

  それから、上から下の評価だけではなく、

下から上の評価は導入しないかということ

でございます。これは、下から上だけでは

なくて、横から横という評価もあるでしょ

うし、いろいろな可能性があろうというふ

うに思いますし、それがよい面、悪い面、

たくさんあるというふうに聞いております

ので、それらについては今後、どのような

導入がよろしいのか検討してまいりたいと

いうふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  もう早急に検討してください。３月にも

聞きます。 

  それでは次に、光風台駅前の機能充実に

ついてと。これはエスカレーターの問題な

んですけど、９月議会で町長、副町長、答

弁されてますよ。町長に関してはエスカレ

ーターですが、検証しますと。副町長も検

証したいと言われてますよ。それで検証さ

れていないんですよね、先ほどの橋本議員

の質問を聞くと。それはどういったことで

すか。それやったら議会での答弁って何な

んですか。その検証、本当にお答えくださ

い。それやったら、そうじゃないと、議会

で答弁をされたこと、検証していただける、

じゃあ次に向かっては何か新しい進展がも

らえると思って聞いてるのに、ああいう答

えをされるととってもぐあい悪いですけど、

そこについてもう一度お聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  こちらにつきましては、再度、光風台駅

前エスカレーター代替案検討会議の報告書、

こちらを見て、再度検証して、これで方向

としては、もうこれエスカレーター、私も

エスカレーターを設置するべきだと思って

おりますし、この住民の方といいますか、

この要望書、こういった形も出ているとい

うこともありましたので、私はこの検討書

の報告書、これで一定検証はできているも

のということで判断しましたので、検証は

いたしませんでした。またこれ、そういっ

たことでやっていこうというふうに考えて

おりましたので、以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  町長、９月議会ではそういうことを踏ま

えて検証しますということをおっしゃった
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と思うんです。そのことについて答弁して

ください。 

○町長（田中龍一君） 

  答えます。 

  確かに、そのことを踏まえてという話だ

ったんですけれども、再度見返してみまし

て、これで私は議論は尽くされているとい

うふうに判断いたしましたので、エスカレ

ーターということで考えさせていただきま

した。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それやったらもう、行政からの答弁って

全く信じられないですよ。だって、するっ

て言って、しませんでしたって、しゃあし

ゃあと答えはったんですよ、今。本当に。

すると言ったら最低限、職員の方を集めて

何らかの検証、そんなに嫌ですか。もうそ

こが理解できない。それやったら、例えば、

エスカレーターってベビーカーを使うこと

できないんですよ。それはわかると思いま

す。じゃあ他市町村からの定住化進める上

で、この点に関してどうお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  まずは、住んでいる方、定住化施策とい

うことで多くの住民の方がエスカレーター

を望んでいるといったことでございました

ので、エスカレーターということで考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  もっと、他市町村の状況を見てください。

豊能町のエスカレーターって、今の更新だ

とまた上りだけつけるんですよね。２０年

たってるんです。２０年たって、住んでお

られた方は２０年、年いってるんですよ。

これからもっと高齢化します。そのことを、

住んでる方ですよ、今。今、町長がおっし

ゃられましたから。その方に対して、高齢

化して、これからもっと車いす、電動車い

すの方とかふえていきます。これであそこ、

光風台の坂というのはかなり急ですから、

車いす、なかなかしんどいです。そうした

ら、バリアフリーの観点からどう考えます

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  バリアフリーの観点、確かにそういった

見方もありますでしょうけれども、豊能町

というのは坂の多い町でございますから、

今、駅の中では光風台はバリアフリーはで

きているというふうに思っておりますし、

そこから、今、バスでありますとかロータ

リーでありますとか、そういったもので、

今現在そういった方も御使用されてるもの

だと理解しております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  豊能町、坂が多いのはわかってるんです。

でも、光風台駅からあそこの上までの坂と

いうのは急なんです。光風台、新光風台の

中で一番急なとこが、あそこの坂なんです。

ほかのところは電動車いすでものぼりおり

してはりますよ、住民の皆さんも。でもあ

そこが一番急だから、何とかしないといけ

ないんです。エスカレーターは御存じのよ
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うに、元気な若い人、健常者、そういった

人のためのものです。何も廃止しろと言っ

てません。でもエレベーターが今後必要に

なるのではないですかと、じゃあそのこと

のプランはどうお考えですかと、そこを聞

いてます。バリアフリーのことをどうお考

えで、それも実現させるおつもりか、どう

いった対応でされるのかお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  バリアフリーって、いろいろな考え方あ

ると思うんですけれども、例えば今の話で

いけば、全て坂があればバリアフリーみた

いなふうに聞こえてしまうんですけれども、

これはやはり、今現在、光風台の駅、あれ

は今、ああいった形で多くの方も利用され、

行われているわけですので、一定、駅の中

のバリアフリーはきっちりできていると思

いますし、出た後も当然、バス等、寄りつ

き等はありますので、そこで対応されてい

るかと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  僕は、行政の仕事って、どっちかという

と、まず社会的弱者のフォローをした上で、

ほかの行政サービスがあるのかなと。僕は、

前提がそっちにあるというふうに考えてい

ます。だから僕は今後、豊能町の高齢化を、

ほかの他市町村より深刻ですよね。その高

齢化を見据えると、エレベーターというの

は必ず必要になる施設だと考えています。

そしてそのためには、先にエスカレーター

を更新してしまうと、なかなかエレベータ

ーを今後つけることが難しいんじゃないか。

エレベーターを先につけるのであれば、平

成３１年までは両方の稼働ですよ。エレベ

ーター、エスカレーター、両方稼働できま

すよ。その間にエスカレーター、定住化施

策というなら、もっといろいろなアイデア

出して、若い人をもっと活用できるような、

引っ張るようなことを踏まえれば、エスカ

レーターの存続だって見えてきますよ。で

もまずは、今後も豊能町、定住化を考える

のであれば、高齢化をしてるという現状は、

無視するわけにはいかないと思いますよ。

駅だけが上がってもしょうがないじゃない

ですか、そこからの移動手段がないと。こ

れからもっと高齢化がふえると、電動車い

すの方がふえます。結果的に豊能町、陸の

孤島になりますよ。自分で駅まで行くこと

ができないんです。エレベーターがあった

らバス使わずにも行けるんですよ。そうい

ったことを、私は、町長だったら考えた上

でエスカレーターというのであれば理解し

ますよ。でもそこら辺の答えを聞けない。

だから再度言います。もう一度検証してく

ださい。そこら辺の将来ビジョンも踏まえ

た上で、町長という立場ですから。一住民

じゃないんです。将来を踏まえた上で検証

していただきたいと思いますが、最後にそ

れだけ聞かせてください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  こちらにつきましては、私は一定、この

検討委員会の中で結論が出ているものだと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  次に、岩城重義議員を指名いたします。 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 
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  ７番・イノベーションとよのの岩城でご

ざいます。本日最後のバッターでございま

す。よろしくお願いします。 

  通告の順番にやっていきたいと思います。 

  まず最初に、２５項目の財政再建計画に

ついてお伺いをしますけども、これ総括と

いうか、検証は行ったんでしょうか。まず

お聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  現在行っております財政再建計画の総括

検証ということでございます。これにつき

ましては、毎年その進捗状況を３月におい

て全員協議会並びに広報において報告をさ

せていただいております。これが、私ども

としては総括検証というふうに位置づけて

おりますが、また次の３月議会におきまし

ても、現在の財政再建計画の進捗をお示し

して総括検証してまいりたいというふうに

は思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  まずこの２５項目の中で、どの分野が一

番、効果額としては効果があったかという

ことをお聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  現在の財政再建計画の効果でございます

けども、一番大きいものは人件費の効果で

ございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  その人件費についてですけども、効果が

上がった場合は、職員の人件費のことです

けども、効果が上がった場合は３年後に見

直しするという条項があったと思うんです

が、事実でしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  この財政再建計画に基づく給料カットを

行うに当たりましては、職員団体と事務折

衝、交渉を重ねてまいりまして、最終的に

は団体交渉も行ったわけでございますけど

も、その中で、今、議員のおっしゃったと

おり、期間の途中である３年後に見直しを

行うということについても確認をしている

ところでございまして、今後、平成２６年

度当初に向けて協議を開始するところでご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  これは、年を越えてから開始するわけで

すね。話し合いをもつということで理解し

ていいんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私どもとしましては、平成２４年度決算

を見て、そういう人件費の効果を見てから

ということでございまして、この間９月議

会でお認めをいただいた平成２４年度決算

を見て、職員団体と今後協議をしてまいる

ということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  きのうですけども、新しい計画が我々に

示されたんですけども、この新しい計画に
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入るときは、今までの古い２５項目の計画

というのは、一旦白紙に戻して新たな計画

という捉え方でいいんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  これまでの２５項目と、次の新しい財政

健全化プランについての関係でございます。

今の計画で取り組んだ結果、既に施設の統

廃合とか機器の更新の延長とか、計画が達

成できたものがございます。これにつきま

しては、今後、次の新たな計画、取り組み

ということではなくて、もう既に今ある経

常的な事業ということで引き継いでいくも

のでございますし、また、今の計画で達成

のできなかったもの、これにつきましては、

次の計画に達成可能な事業として引き継い

でいきたいというふうに思っているところ

でございます。例えば、２５項目のうち実

行できなかったものとしましては、国保診

療所の合理化でございますとか、ふれあい

文化センターと老人憩いの家の統合でござ

いますとか、ごみの有料化のうち、不燃と

可燃の有料化、それから駐輪場の合理化と

いうような、このようなものがございます

けども、そのようなものは次の計画にぜひ

とも盛り込んでいきたいなというふうに思

っているところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  つけ加えて、その人件費についてはどう

お考えなんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  済みませんでした。人件費のことを答弁

漏れでございました。 

  今後につきましては、今、国のほうで国

家公務員の給与の減額措置というものが行

われておりますが、これが来年の３月で終

わるということでございます。今後、うち

の職員の給与につきましても、職員団体と

協議を、それも受けてやっていくわけでご

ざいますけども、町としては今の厳しい財

政状況を鑑みますと、何らかのカットとい

うものは継続をせざるを得ないというふう

に考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  計画ですけど、何かいうたら職員の給料

をカットする。これ何か一番簡単で一番効

果のあることと、これでわかったわけです

けども、もっとほかに知恵を使うというよ

うな計画はできないんでしょうか。何か弱

い者いじめみたいな感じで、私はずっと前

からそう思っておるんですけども、これ、

来年４月にまた消費税が上がっていく。ま

たその先にまた上がっていく。今の世の中、

２％物価を上げていこうとしている状態で

すわね。そのときに、どうも職員いじめみ

たいな計画しか練れないという、このてい

たらくみたいなところ、これちょっと副町

長どない思われます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  財政健全化、財政再建、経営改革という

ことで、いつも公務員給与というのが挙が

ってまいります。今、岩城議員おっしゃっ

ていただきましたように、安直にそこを選

んだというわけではなくて、そうおっしゃ

ってないですけども、我々としては安直に

そこを選んだということではなくて、幾多
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の行政サービスに手をつけさせていただく

ときに、果たして職員の給料をそのままに

してというふうなことがいかがなものかと

いうことを、まず考えておりました。あと、

ただ、今、給料は一方で上げていこうとい

う動きがあります。それと、国家公務員に

ついても、この先どのような給料設定がさ

れるかわかりませんが、一定、財政的効果

を狙った縮減は今年度で終わろうというふ

うにしております。この先、人事院がどの

ような判断をされるのかということはわか

りませんけども、それにも大きく注目をし

ながら、職員の給料設定というのはしてい

きたいなと思ってます。繰り返しになりま

すが、当初申し上げましたように、やはり

住民の皆さんのサービスも、そこにも何ら

かのお願いをしていこうというときに、職

員の給料の額をどう設定するかということ

で、今回は考えさせていただいたというこ

とでございます。よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  先ほど、同じ会派の橋本議員のほうから、

エスカレーター、エレベーターのことで約

７００万円、無駄やないかいという指摘、

今あったとこで、やっぱり無駄な事業を見

直していくとかいうこと、それが私、第一

優先やと思うんです。町長にかわられてか

ら、事業の見直しを１年間かけてやってい

くのやという話、去年の１０月からあるん

ですけども、通告はしてませんけども、見

直しやられたんでしょうか。お聞きいたし

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほど、施設のＰＴということで、そう

いった中で事業も含めてといいますか、そ

の施設の事業ということではやっておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  よくわからないんですけども、２番にも、

その事業検証についてと書いてますので、

ここへいきますけども、幼稚園及び保育所、

こども園についてですけども、今、事業と

して２人目の子どもは無料ということにな

っておりますけども、これ、若い世代を呼

び込むという目的もあったと思うんです。

これにつきまして、効果あったんでしょう

か。お聞きをいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  若い世代を呼び込むという効果というこ

とですが、そちらのほうでは効果がちょっ

と見えてこないといった結果になっており

ます。ただ、第２子以降の無料化対象児に

ついてですが、豊能町全体で、平成２３年

度は６６名、平成２４年度では７３名と増

加してきておりまして、私どもの分析では、

母親の就労それから社会進出には一定の効

果があったと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それでは次に、事実確認をちょっとした

いんですけども、町外の幼稚園等に入園し

ているお子さんの第２子も無料と、今、な

っておるんでしょうか。ちょっと確認のた
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めにお聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  まず、制度創設のときにも御質問の内容

は想定しておりました。ただ、事実上は不

可能ではないというか、１人目が、第１子

が町外にいてて、第２子目が豊能町内の施

設を利用した場合も対象となり無料となる

という制度になっております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  どうもちょっと納得のいかんようなこと

は、私はあるんですけども、これ、町内・

町内やったらまだしもと思うんですけど、

町外・町内、おかしな言葉ですけども、の

場合は、これ見直すべきやないかと思うん

ですけども、見直すことを考えていません

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  実際にはレアなケースで１件、実際に第

２子無料の対象になっている方おられます。

私どものほうも見直しの考えとしては、平

成２７年度から、幼児の保育・教育を総合

的に考える新しいシステムを導入してまい

りますので、その時点で国の動向、まだ報

酬等の体系がまだ定まっておりませんので、

改めてその報酬体系の中で豊能町の特色と

いうところでは、これから検討してまいり

たいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ぜひともええ方向でやってもらいたいと

思っております。 

  次にいきますけども、また幼稚園・保育

所の問題ですけども、その前に、町長が去

年１年、就任されてからですけども、全庁

を回って適正人員を把握するとおっしゃっ

て、これもう１年たつんですけども、これ

幼稚園の適正人員も含めまして、この１年

間で把握して、どんな状態かお聞きをいた

します。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  全庁を回るというふうな話、言いました

けれども、全部まだ回り切れておりません

でして、申しわけございません。まだ全庁

回り切れてないという状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  これ、町長のほんまに一番最初の話で、

１年で回るって言うてはったんです。ほん

で適正人員をそこで考えんのやと言うては

ったですわな。それをもう１年越えてるわ

けです。それをしてないということは、大

変、いかんという言葉はおかしいけども、

あかんと思うんですな、ほんまに。それで

ほんまに、前も言うてましたけど、うちの

同僚議員も言うてますけども、スピード感

がないんですわ。やっぱりスピード感して、

そうせんと、適正人員わからなんだら、ま

た私、次の質問までいかれへんことになっ

てしまいますので。ぜひともそれ、いつま

でにやられるか、ちょっとお聞きいたしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  適正人員の把握ということでございます

けども、適正人員の把握につきましては、

先ほど町長もおっしゃいましたように、全

ての職場を回って業務量を把握して、適正

人員がどうかということを全庁的に調査を

行うということは非常に難しいというふう

に考えておりますけども、部長・課長等の

ヒアリングによりまして、所属ごとの業務

量とか、そういう業務内容の把握を行いま

して、適正人員の把握に努めておるところ

でございますけども、今は国のほうから、

適正な定員モデルというものが示されてお

りますので、本町におきましても、そうい

う部門ごとの適正人員は国のモデルに沿っ

ているか、類似団体という言葉があるんで

すけど、そういう類似団体と相似している

かというようなことを参考に、適正人員の

把握に努めているというところでございま

す。 

  ちなみに、平成２４年４月１日現在のモ

デルが国から出されておりますが、一般行

政部門につきましては、その定員モデルと

豊能町のモデルは全く同数で、過不足がな

いという状況が出ております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  今ちょっと、いきなり全庁のことになっ

たんですけども、教育次長はいかがですか。

担当の部分として。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  幼稚園・保育所におけます担任等、クラ

ス担任でございますが、適正に人数を配置

していると考えております。クラス担任に

ついては、今現在、正規職員を当てている

というところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  とにかく幼稚園・保育所関係につきまし

て、何かインターネットで見ましたら、正

規職員の採用が一個もないわけですね、こ

れ、長いこと。これ非正規労働者を、うち

のこの豊能町はがんがんふやしてるわけで

す。世間の風潮に逆ろうて。これでいいん

でしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  非正規と、正しくないというふうにちょ

っと聞こえてしまうんですが、常勤職員と

非常勤の職員というのを、週の勤務時間が

短いという、そういう職員と、今、組み合

わさって、いろいろな行政サービスの提供

をさせていただいてるのかなというふうに

思います。従前の臨時職員と申してた時代

あるんですけども、そこから法制度変わり

まして、非常勤職員という位置づけがきち

っとできました。ということで、公務職場

で常勤・非常勤というのがきちっと位置づ

いた中で今はやられているかなと。ですか

ら非正規ではなくて、正規の職員で短時間

勤務労働職員ということで、今は合わさっ

てなっているというのが実態です。 

  先ほど、じゃあ何が正しいのかというと

ころですが、そういう視点が一方と、もう

一つは、どうしても出てきますのが、人件

費比率という考え方がございます。もちろ

んこれは人数掛ける給料ということです。

これは年齢構成によっても変わってくるこ
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とにはなりますけれども、両面から人事配

置というのは考えていかないといけないの

かなというふうに思っています。先ほどは

給料カットの話しさせていただきましたけ

ども、今いる職員を大事にしながら、人件

費比率を上げないということと、それと将

来、やっぱり行政組織として健全な運営を

していくには、やはりそれなりの新規の職

員の採用と、これも次の世代につながる施

策かなと思いますので、あわせてやってい

かないといけないというときに、やはり人

件費どう考えるのか。その中で、一つの答

えとして、今おります職員の給料、これに

ついても、涙を飲んでですけども、カット

させていただくというふうな答えとして一

つ出したところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  今、最後の言葉ですけども、カットさせ

ていただくいうより、話し合いをするとい

うことですわね。 

  それで今、また正規職員の話になるんで

すけども、教育長か教育次長にお伺いしま

すけども、この教育のまち「とよの」とい

うのが一番のうたい文句やと思うんです。

これ、正規職員を少ししか採用しないで、

これが担保できるのかということを、どの

ようにお考えになってるかお聞きをいたし

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  今現在、正規職員でございますが、３１

名を数えております。今後１０年か２０年

後、幼児数の数を読んでおるところでは少

子化が進んできておりまして、幼児減少の

傾向が顕著でございます。こういう状況の

中では、ここ数年で退職者が出ることは想

定されてますが、退職者の補充も含めまし

て、正規職員の採用は必要なく充足できる

と考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  いや、そういうことを聞いておるんじゃ

ないです。正規職員を採用なしで、今、オ

ーケーみたいなことを言うてはりましたけ

ども、教育のまち「とよの」がつくれるの

かいうことです。責任持てるのかいうこと

なんです。その辺のことをちょっと、教育

長お願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  お答え申し上げます。 

  非常に難しい質問で、答えるのもつらい

ところもあるんですけれども、先ほど次長

のほうからの答弁でありましたように、ク

ラス担任、つまり責任を持ってきちんとク

ラスを経営するという者については、その

３１名をきちんと充てて、その上で、当然、

幼稚園教諭免許と、保育士の免許を持って

いる者を非常勤として充てて、その中で、

教育のまち「とよの」に恥じない教育・保

育を進めているというふうに考えておりま

す。今後も３１名の正規職員の方、正規と

いうか常勤の方は、かなり長くこの町でや

っていただけるものと思っておりますので、

その方々を中心に、この教育のまちの質を

きちっと担保していきたい、キープしてい

きたいというふうに考えております。どう

ぞよろしく御支援のほど、お願いいたしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  やっぱり教育、余り財政問題を絡めるも

んじゃないと思うんです。前に米百俵の話

もあったんですけども、一昔前に。やっぱ

り財政が大変やから、それを教育に持って

いくというようなことは、もってのほかや

と思うんですね。その辺、ちょっとどうお

考えか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  予算権がない者ですから、余計なことで

す。 

  おっしゃるとおりでありまして、単純な

コストの考え方で教育・保育を考えていく

ことは、私としてもやっぱり厳しいものが

あると思います。先ほど答弁申し上げまし

たように、しかしながら、全体的な町財政

が厳しいということを踏まえなくちゃいけ

ません。そのことを踏まえつつ、先ほどの、

特に幼児保育・教育においては、体制をき

ちんと仕組んだ上で、責任ある者を配置し、

そしてそれがうまく運営するように教育委

員会として指導を行い、そして質を担保し

ていくというようなことで努力したいと思

っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  先ほどと同じことですけども、町長はい

かがお考えでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  教育のまちということで、非常に重要な

部分とは認識はしております。ただ、一方

で非常に財政状況も厳しいという面もござ

いますので、そういったことも勘案します

と、現状の形で何とか教育の質を高めてい

ただいて努力してまいりたいと思っており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  今の町長のお答えでしたら、何かこの園

児、幼稚園の生徒いうか、何か被害者みた

いになってしまう可能性あるわけですよ。

財政が厳しいから、けちって正規の職員を

雇わんと、短いスパンで物事を考えてはる

みたいなので、長いスパンでやっぱり考え

ないといかんので、そこら財政のことを今

の幼稚園児たちに押しつける、なすりつけ

るというのは、もう一つあかんと思います

ねん。その辺のことをちょっと考えて、も

っともっと前向きに、教育のまちを売って

いくのやから、考えていただきたいと思う

んですけども、いかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  教育委員会の職員も含めて、私どものほ

うで人事配置も行いますので、御答弁をさ

せていただきたいと思います。 

  今おっしゃったみたいに、財政的な問題

が、やはり子どもの影響を大きく及ぼすと

いうこと、これはもう何を置いても避ける

べきことだと思います。教育委員会のほう

から答弁をさせていただきましたように、

今、必要が欠けるという状態ではないとい

うふうに思っております。ただ、だからと

いって、幾ら教育が大事だからといって潤

沢に人の配置、これもできないわけです。
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ですから、保育・教育というところに、本

当に必要な人員、これは適正に配置してい

きたいというふうに思いますし、また、我

が町にあっては教職員の人事権、これを委

譲を受けた教育委員会の一つです。そうい

う意味では、今まで小学校・中学校、学校

教育と幼稚園・保育所というのが明確に分

かれておりましたけれども、今これを効果

的に使うということも法的には可能という

ことになりました。そういうこともあわせ

て、適正な人事配置にこれからも努めてい

きたいというふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  時間が余りありませんので、次にいきた

いと思います。 

  防犯カメラの設置、ずっと私、訴えてき

たんですけども、予算化しないつもりでし

ょうか。お聞きをいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  質問にお答えいたします。 

  平成２５年度において、大阪府では、大

阪府子どもや女性を犯罪から守る防犯カメ

ラ設置補助金が創設されました。議員から

も、３月議会、６月議会において御質問を

いただきました。町では、この府の補助金

を活用して、防犯カメラ設置補助金制度の

概要を設計した後、その内容を踏まえて各

自治会に事業実施の希望調査、意向アンケ

ートを行いました。その希望調査の結果を

踏まえ、事業の実施を検討したいと考えて

おりましたが、結果的には本事業を希望す

る自治会がございませんでした。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それちゃんと自治会には説明したわけで

すね。こんな予算があって、こうでっせい

うことは。ちょっとお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  私どもとしましては、その意向を踏まえ

て、平成２５年度において、補正も考えて

のことでございましたが、希望する自治会

がなかった理由は考えられます。その理由

は、防犯カメラ設置は防犯上一定の効果が

あると認めつつも、府の補助要項が平成２

５年５月１日付の要項でございまして、送

られてきました。それを受けまして制度設

計を行い、各自治体に対して意向調査を行

ったわけですが、町が設計をいたしました

補助といいますのは、府の補助金１０万円、

同額の１０万円を町補助金として上積みし

２０万円、設置にかかる費用のうち２０万

円は補助するけれども、自治会のほうで残

金、残りの負担が生じることとなる。また、

予算が、先ほど申し上げた年度の中間で意

向調査を行いましたので、そのことも予算

化が難しかったのかな、自治会における予

算化が難しかったのかなと。また、設置を

した場合に、あと保守的なことも負担があ

ることですので、なので意向に合わなかっ

たのかなという思いを持っております。 

  ただ、大阪府のほうでは平成２６年度に

おいても予算化されるように私どもは聞い

ておりますので、府において本事業の実施

が継続してなされた場合には、町の補助制

度の見直しも含めて、再度各自治会に情報

の提供を行い、必要があれば予算の補正も

含めて対応したいと考えております。 
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  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それではよろしくお願いしておいて、次

にいきますけども、台風１８号でいろいろ

急傾斜地がずったというところが結構あっ

たんですけども、この急傾斜地の安全につ

いて、町はどのような対策をとるおつもり

かお聞きをいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  急傾斜地の定義について、少しお話しさ

せていただきたいと思います。 

  急傾斜地の崩壊による災害防止に関する

法律に規定されておりまして、この法律に

よりますと、急傾斜地とはがけの高さが５

メートル以上で、かつ勾配が３０度を超え

るもので、大阪府が指定したところが急傾

斜地の警戒区域もしくは急傾斜地の特別警

戒区域といいます。この法律では、こうい

った急傾斜地は、その土地の持ち主が、崩

れないように処置をするか、崖下の土地の

持ち主が、崩れても被害がないようにする

のが基本となっています。しかしながら、

広範囲に工事が行われなければならない場

合など、一定の条件を満たせば都道府県が

工事を行うことになります。大阪府では施

設整備については、災害時に要援護者施設

の保全等に重点化を図りながら、計画的に

土砂災害対策を進めてこられましたが、こ

の整備率は３割程度と低い状況になってい

ます。まだ数多くの未整備の対象箇所が残

っているのが現状です。近年では、想定を

上回る事象により災害が発生していること

から、施設の整備だけで１００％土砂災害

を防止することは不可能であるのが現状で

す。このようなことから、大阪府では、平

成２３年１１月から有識者による今後の土

砂災害対策の進め方委員会を延べ８回にわ

たって検討され、検討結果を平成２４年８

月に報告書としてまとめられたところでご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  簡潔に。 

（発言する者あり） 

○建設環境部長（石田 望君） 

  済みません。この急傾斜地につきまして

は、逃げるとかしのぐとかという形で対応

していくしかないということでございます

ので、どのように速く逃げるかとかいうふ

うなことを、今後検討していくということ

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしたら、町としては何もしないとい

うことですね。わかりました。 

  次にいきますけども、以前に町道を廃止

したところが結構あるわけです。豊能町の

町道を廃止してもうたというやつがあるん

ですけども、これ、復活する気はないんで

しょうか、町道として。お聞きをいたしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  再度認定しないのかということでござい

ますが、過去に町道を見直した際に廃止し

たところにつきましては、これをまた再度

町道として認定する予定はございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 
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  そうしたら今の、もと町道は、今後誰が

管理をしていくのでしょうか。お聞きをい

たします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  町道ではありませんので、町が管理を行

うことができないことになります。その道

等を利用されている方々で維持管理を行っ

ていただくことになろうかと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしたら、町は一切関係ないというこ

とでええわけですね。その場合に、個人負

担ということですけども、これはやっぱり

町として何らかのことをする制度はないん

でしょうか。お聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  その道などに受益者が複数ある場合など

の条件はございますが、地元で維持管理を

行っていただく場合に町が補助を行う制度

を、平成２５年度から行っておりますので、

これを活用していただくことができます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  その辺のことをよく住民さんにもっとも

っとＰＲしていただいて、大変困っている

方ようさんおりますので、お願いをしてお

きます。 

  次にいきますけども、光風台の駅前のこ

とですけども、私は、光風台駅前のバリア

フリーについて豊能町はどう捉えているの

かということを再度お聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  駅前のバリアフリーについては、駅では

できておりますし、今はバス等でロータリ

ー等も完備しておりますので、そういった

ところで皆様、対応いただいているかと思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしたら今の光風台駅前のロータリー

及びあの坂道が、完全にバリアフリー化し

てるという認識でええわけですね。認識と

して捉えているということでええわけです

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  先ほども申しましたように、バリアフリ

ー、普通はこういう坂が多い町で全てをす

るという話にはならないと思いますので、

これにつきましては当然、駅の中は光風台

駅、できておりますし、駅前までそういっ

たことというのは必要ではないのではない

かと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 
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  もう時間ないですけども、えらい冷たい

町長やなと思ってまうわけです。やっぱり

福祉のまちとよのでもなかったらいかんわ

けです。その辺のことをやっぱりもう一度

考え直していただきますことをお願いしま

して、時間がきましたので、イノベーショ

ンとよのの質問を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、イノベーションとよのの一般質

問を終わります。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。本日はこれをもって散会いたし

ます。 

  次回は、１２月４日、午前９時３０分よ

り会議を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後３時５６分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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